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序     文 
 

日本国政府は、モロッコ王国からの技術協力の要請に基づき、「エルラシディア県地域開発能

力向上プロジェクト」を実施することを決定しました。 

これを受け、独立行政法人国際協力機構は、2012 年 11 月 21 日から 12 月 12 日、2013 年 6 月

20 日から 6 月 28 日の 2 回にわたり、詳細計画策定調査団を現地に派遣しました。 

調査団は本件の要請背景等について、モロッコ王国関係者と協議を行うとともに、対象地域の

現地踏査の結果等を踏まえ、本プロジェクトに関するミニッツ（協議議事録）に署名しました。 

本報告書は、これらの調査結果、協議結果を取りまとめたものであり、今後の本プロジェクト

実施にあたり、広く関係者に活用されることを願うものです。 

ここに、本調査団の派遣について、ご尽力いただいた日本国並びにモロッコ王国両国の関係各

位に対し、深く謝意を表するとともに、併せて今後のご支援をお願いする次第です。 

 

平成 26 年 1 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯 

モロッコ王国（以下、「モロッコ」と記す）は 2011 年の国民 1 人当たり国民総所得（GNI）が

2,970 ドル（世界銀行）で中所得国に分類されるが、2011 年の人間開発指数は 187 カ国中 130 位

に位置し、近隣諸国（アルジェリア 96 位、チュニジア 94 位、リビア 64 位）に比べて低位にとど

まっている。 

モロッコでは、貧困ライン1以下で暮らす人々の割合は、国全体については、2001 年に 15.3％

であった貧困率2が 2007 年には 9.0％まで減少したことが示されているが、都市部で 4.8％である

のに対し、地方部では 14.4％で、依然として農村部の貧困率は高く、地域間格差が大きな問題で

あることが読み取れる。これは、ラバト、カサブランカなどをはじめとする沿岸部を中心とした

都市部の開発が進む一方、社会経済的に開発に取り残された地域の存在、特に内陸部との開発格

差が拡大していることが大きな要因と考えられ、地域格差の是正が課題となっている。このため、

モロッコ政府は「人間開発にかかる国家イニシアティブ（Initiative Nationale pour le Développement 

Human：INDH）」の優先課題として、地方部の貧困対策・生活のレベルアップを掲げ、国家レベ

ルで地域格差是正に取り組むと同時に「地方分権化推進（La régionalisation avancée）」のための具

体策の検討を行っている。 

これに対して独立行政法人国際協力機構（JICA）は、2009 年から 2012 年まで農村地域住民の

収入創出・向上を通じた生活水準の改善を図ることを目的に、モロッコ南部に位置するエルラシ

ディア県を対象として開発調査「エルラシディア県農村地域開発計画調査」を実施した。同調査

では、県下 22 村落コミューンのうち、5 つのパイロットコミューンにおいて、コミューン開発計

画（Plan de Développement de Commune：PCD）の策定を支援し、これに基づいた実証事業の実施

を通じ、県及びコミューン等の行政機関、並びにアソシエーション3、協同組合等の住民組織の能

力強化を行った。そのうえで、同調査による活動の集大成としてエルラシディア県農村地域開発

計画（Provincial Rural Development Plan：PRDP）がモロッコ側のイニシアティブによって完成さ

れるに至った。 

同計画調査では、INDH を推進するための県の開発行政組織体制の強化の重要性が確認され、

県の開発事業の計画策定・実施・評価・モニタリング、PCD の実施の支援とモニタリング、県及

びコミューンの開発行政関係者の能力向上を主な役割とする専門部署の設置を提言した。これに

対応してエルラシディア県は、県庁内に県開発計画推進・調整室（Cellule de Promotion des Plans de 

Développement et de Coordination：CPDC）を新設した。しかしながら、これは県にとって初めて

の試みであり、CPDC に求められる機能やコミューンを支援するための人材育成の観点から組織

の能力強化が喫緊の課題となっている。加えて、エルラシディア県では、2013 年に予定されてい

る地方議会選挙を受けて、PCD が見直されることが想定され、さらに農村部を対象にした PRDP

を発展させて、都市部も包含する県開発計画の策定が予定されているため、同県から地域開発推

進の能力強化に対する更なる支援が日本に要請された。 

                                                        
1 モロッコ政府国家計画高等委員会（Haut commissariat au plan）が設定した金額で、2007 年は「年間支出が都市部 3,834Dh、
地方部 3,559Dh」と定義されている。 

2 「年間支出が貧困ラインを下回る人口率」と定義される。 
3 地域の開発・生活向上等を目的として地域住民により結成される非営利組織。1958 年制定のアソシエーション法（Loi 

n°1-52-376 Réglement le droit d’association）にのっとって設立され政府登録を行ったうえで活動を実施する。 
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１－２ 調査実施の目的 

本詳細計画策定調査では協力要請の背景、内容の確認を行い、技術協力プロジェクトとしての

具体的なプロジェクト目標、成果及び活動項目を検討し、以下の項目を確認することを目的とす

る。 

① 協力内容及び実施体制等についてモロッコ政府関係機関と協議を行い、合意内容を M/M

（PDM、PO、R/D 各案を含む）により確認する。 

② 評価５項目の観点からプロジェクトの妥当性、有効性等を確認する。 

 

１－３ 調査団の構成 

１－３－１ 第一次詳細計画策定調査 

担当業務 氏 名 所 属 

総括／団長 高橋 政行 JICA 農村開発部農村開発第一グループ 

参事役兼畑作地帯第二課長 

農村地域開発 水寄 僚子 株式会社建設技研インターナショナル 

評価分析 神津 宗之 JICA 農村開発部農村開発第一グループ 

畑作地帯第二課特別嘱託 

協力企画 久保 優 JICA 農村開発部農村開発第一グループ 

畑作地帯第二課 

 

１－３－２ 第二次詳細計画策定調査 

担当業務 氏 名 所 属 

総括／団長 永友 紀章 JICA 農村開発部次長 

協力企画 神津 宗之 JICA 農村開発部農村開発第一グループ 

畑作地帯課特別嘱託 
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１－４ 調査期間 

１－４－１ 第一次詳細計画策定調査 

全体日程：2012 年 11 月 21 日～12 月 12 日（詳細は以下を参照。） 

 

 日付 農村地域開発 総括／団長 評価分析・協力企画 

１ 11/21(水) 東京→ラバト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 11/22（木) 

JICA モロッコ事務所 

内務省地方自治総局

（DGCL） 

INDH 事務局 

３ 11/23（金） DGCL 

４ 11/24（土） 資料整理 

５ 11/25（日） 
ラバト→ 

エルラシディア 

６ 11/26（月） 

エルラシディア県庁 

県開発計画推進・調整

室（CPDC） 

７ 11/27（火） 

タフィラレット地域農

業開発公社（ORMVAT）

社会開発公社 

８ 11/28（水） 

エルラシディア保健局

エルラシディア県施設

運輸局 

東京→ラバト 

９ 11/29（木） 
コミューン庁 

開発調査サイト視察 

JICA モロッコ事務所 

DGCL 

10 11/30（金） 
コミューン庁 

開発調査サイト視察 
UNICEF、UNDP、USAID

11 12/1（土） 資料整理 ラバト→エルラシディア

12 12/2（日） 開発調査サイト視察 東京→ラバト 開発調査サイト視察 

13 12/3（月） 

エルラシディア県庁

ワークショップ 

団内打合せ 

JICA モロッコ事務所

ラ バ ト → エ ル ラ シ

ディア 

団内打合せ 

エルラシディア県庁ワー

クショップ 

団内打合せ 

14 12/4（火） エルラシディア県庁 CPDC 

15 12/5（水） エルラシディア県庁 CPDC 

16 12/6（木） M/M 協議 

17 12/7（金） M/M 協議 
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18 12/8（土） 開発調査サイト視察 

19 12/9（日） エルラシディア→ラバト 

20 12/10（月） 
DGCL 

M/M 協議 

21 12/11（火） 
JICA モロッコ事務所 

在モロッコ日本国大使館 

22 12/12（水） ラバト発 

23 12/13（木） 東京着 

 

１－４－２ 第二次詳細計画策定調査 

全体日程：2013 年 6 月 20 日～6 月 28 日（詳細は以下を参照。） 

 

日付 行 程 

１ 6/20(木) チュニス→カサブランカ→ラバト（総括／団長） 

東京→ラバト（協力企画） 

２ 6/21(金) 内務省地方自治総局（DGCL） 

JICA モロッコ事務所 

 

３ 6/22(土) ラバト→エルラシディア 

４ 6/23(日) 開発調査「エルラシディア県農村地域開発計画調査」パイロット・プロジェ

クト・サイト視察（灌漑用水路整備グリス・ウルイ農村コミューン） 

資料整理 

５ 6/24(月) エルラシディア県庁開発政策推進・調整室（CPDC） 

エルラシディア県庁事務総長 

 

終日 

エルラシディア県庁 

６ 6/25(火) CPDC  

M/M 署名 

７ 6/26(水) エルラシディア→ラバト 

８ 6/27(木) JICA モロッコ事務所報告 

ラバト発 

９ 6/28(金) 東京着 
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１－５ 団長所感 

１－５－１ 第一次詳細計画策定調査 

本件協力は、貧困度の高い地方の活性化という困難なテーマにおいて、資金提供や特定の技

術移転に特化することなく、実施体制や運営管理などの行政のノウハウ全般について後押しを

しようというものなので、資金や人材を確保するという肝心なところでの先方政府のイニシア

ティブが極めて重要であり、前提となっている。 

今回の調査では、このイニシアティブのありようの確認が重要なポイントであったが、（い

くつかの重要な不確定要素があるものの）事前の想像よりも強いイニシアティブを感じる結果

であった。 

そのことをベースとしたうえで、以下のとおり具体的な事項について報告する。 

 

（１）県庁内新体制（新知事と新副知事） 

前知事の体制においてはコミューン開発計画（PCD）等の推進への日本の協力に対して

積極的な対応がみられ、本プロジェクトの要請につながったと理解するが、知事、副知事

とも交代となり（中央政府からの任命）、新たな方々が本調査団を受け入れることとなっ

た。 

この中で、本調査のために県開発計画推進・調整室（CPDC）が準備したワークショッ

プに知事、副知事が出席するなど好意的な対応がみられたが、一方で、M/M の署名段階で

は、事前に通知していたにもかかわらず、署名予定日に知事の日程が確保できず内容への

承諾確認も含め週末にもつれ込んで時間が経過するという波乱があった。 

結果的には、CPDC 室長、副知事、知事の連携で日曜日に知事の署名が取れ、ポジティ

ブな対応をしていただいたと理解できるが、今後については不安がないとはいえない。 

ただし、上記の調整過程で CPDC 室長は極めて真摯な対応をしており、同室長への当方

の信頼感を高めた場面でもあった。 

協議全般を通じて CPDC が極めて真摯に対応してくれただけに、上層部の理解とイニシ

アティブも一致させていただき、県庁全体として良好な体制を築いてほしい。トップダウ

ンの権限が大きいモロッコにおいてはこの点は極めて重要であり、同様の観点から、本件

に対して中央政府が常に注目しているような環境をつくり出す工夫も必要と思われた。 

 

（２）2013 年に予定される地方選挙と地方分権化 

当初は 2012 年に実施が予定されていた地方選挙（コミューンレベル）であるが、「2013

年 6 月」に延期され、今回の調査では「2013 年 9 月頃」へと更に延期されたことが判明し

た。この選挙を契機にして、地方分権（省庁出先機関への権限移譲と、コミューンや州政

府による地方自治体制の機能強化）を進める方針とのことであり、大きな改革となってい

くものと理解される。 

このタイミングでまさに地方行政の強化を支援する本件協力を実施することは時宜を

得たものと思われるが、一方で体制変更前後の混乱や計画遅延に見舞われる可能性も排除

できない。協議においては、この時期に現地側の状況の推移を把握しながらタイムリーな

アドバイスができるようにプロジェクトの初期において十分な計画期間を取ることと、そ

れゆえにプロジェクト期間を長めに取ることを要望された。 
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（３）モロッコ行政におけるコミューン開発の重要性と県庁の役割（2 つの協力の柱） 

開発調査時点から、将来の協力において県庁をベースにした継続的な支援を行う必要が

あるとすれば、その核にはコミューンを超えた横断的な開発事業の推進があることが議論

されていた。しかしながら、その具体化において、十分説得力のあるアイデアが明確になっ

ていない面がある。このような疑問があったが、県庁内で開催したワークショップでは、

支援機関やコミューンの代表など複数の参加者からコミューン横断的な事業の必要性が

主張された。ごみ処理問題や環境保全などを想定しての発言が複数みられた。 

これらの発言やその後の CPDC との協議の結果、本技術協力プロジェクトではコミュー

ン横断的事業について県庁が支援する能力を高めることが大きな柱と位置づけられた。 

もうひとつの協力の柱である（国家政策で義務づけられている）コミューンごとの PCD

策定後の実施や改善へのフォローアップについては、PCD 自体は県内全コミューンで策定

されたことになっているが、その後の進捗や内部での認識にはコミューンごとに相当の相

違があると見受けられた。 

順調である例の方が少ないと考えられるなかで県庁やその支援機関によりどれだけ活

性化できるかは大きな課題と思われる。それだけにエルラシディア県において PCD が放置

されずに中長期的にフォローアップされるならば、（策定については多数の協力を行った）

他ドナーとは一線を画し、キャパシティ・デベロップメントにおける日本の技術協力の成

果として（地道ながら）大きくアピールできる適切な目標となると思われた。 

 

（４）PCD 促進のための県庁内既存組織と CPDC の関係 

前述のとおり前知事は強力なイニシアティブを示して CPDC という新組織まで設置した

が、法的な根拠まで築いたわけではないので、既存の組織との権限や業務の分担などが不

明確である。本調査団が知事を訪問した際に、知事から CPDC の存在をアピールする発言

があり、新知事も期待していると思われるが、一方で、既存の県地方自治部（Division des 

Collectivités Locales：DCL）（他県など一般には PCD をフォローアップすることも業務とし

ている）や県社会事業部（Division des Affaires Sociales：DAS）等の組織間の関係、機能や

権限の大きさなどが明確に理解できなかった。CPDC 室長自らが早期に明確にしたい懸案

と認識しているとのことで、今回の協議議事録（M/M）にも明記して、県庁からの文書に

よる説明をお願いすることとした。 

本プロジェクトは、新設されて間もない CPDC が継続的に存在することを前提としてプ

ロジェクトデザインを検討するのではなく、「PCD のフォローアップ」といった CPDC が

もつ「機能」を支援することを念頭に置いて検討した。 

今回の協議において CPDC 側が真摯に専念してくれたことでも明らかなように、PCD を

軸としたコミューンの開発を国や地方政府が本当に大切に扱うならば、（開発調査団が提

言したとおり）CPDC のような機能をもつ組織の設置は有効なものであり、当方としては

その存続と有効活用を、プロジェクト実施を通じてアピールしていきたいと考える。 

 

（５）内務省地方自治総局（DGCL）の共通認識醸成とサポート体制形成 

県庁との協議後、首都にて DGCL に対し県の代表者（CPDC 室長）と共に報告を行った。 

DGCL 担当課長の見解として、R/D は DGCL、県議会、県知事と JICA の四者で署名交換
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するのが好ましいとの発言があった。この主旨は、本件のような市民に直接裨益する事業

において（JICA 部分が行政機関への支援であっても）、R/D 本文内でコミューンの重要性

を明記すること、市民から選挙により選ばれた県議会の認知があることの重要性に着目し

ての意向とのことであった。 

JICA としては（JICA はモロッコ側行政機能強化を支援する立場であることなど協力の

主要なコンセプトを維持する限りにおいて）R/D ドラフトに対するモロッコ政府（DGCL）

からのいかなるコメントも歓迎し、それを受け止めて検討・協議をしたい旨を伝えた。 

これにより今後の R/D の最終版に向けた協議が若干複雑になる可能性があるが、JICA

モロッコ事務所の支援や、必要とあらば追加の出張者を派遣するなどにより、DGCL など

中央政府も含めて共通認識を醸成し、プロジェクト推進へ向けた良好なコンセンサスの形

成に努めたい。 

 

（６）中長期的な事業予算の確保 

既に報告されているとおり、本件のモロッコ側事業としては「人間開発にかかる国家イ

ニシアティブ（INDH）」の資金を活用した PCD 活動が軸となる。この資金が十分に確保さ

れていくことが前提になるが、その全体資金量の大きさや、このスキームを想定しての

DGCL 課長の発言などを聞くかぎり、大きな不安はないと思われる。しかしながら、過大

な期待を醸成してしまうとコミューンや市民、または県庁側からも失望を招きかねない。 

現実的な資金量（期待値）を見据えつつ、その最大化や、必要とあらば他ドナーからの

支援の誘致も含めて、プロジェクト専門家は適切なアドバイスを継続的に行っていく必要

がある。いわゆる「技術協力」に没頭して資金面の配慮や調整を怠らないよう、十分に打

ち合わせていきたい。 

 

１－５－２ 第二次詳細計画策定調査 

① 今回の調査で、JICA が提示したプロジェクトのコンセプトを DGCL やエルラシディア

県庁が合意したこと、先方が早期のプロジェクト開始を期待していることから、プロジェ

クト開始に向けての最大の懸案は取り除かれたと考える。 

② しかしながら、協議を通じて、先方関係者間でも本プロジェクトの成果と活動に関する

レベル感が必ずしも一致していない可能性がある（例えば、成果に関する活動内容の中で、

「既存の開発計画のレビュー」に関してカウンターパート（C/P）となるエルラシディア

県庁の CPDC から「自分たちには不可能だ」という発言があった。当方の説明によりでき

ることを理解）。 

③ また、CPDC は現在 3 名の人員しかおらず、大幅な増員は見込めないため、既設の県技

術委員会（Comité Technique Provincial：CTP）を活用するなど、他の組織を巻き込みなが

ら成果を上げていく必要がある。 

④ こうした少ない人員で他の組織も活用するしかない状況から、JICA 専門家による支援は、

組織のマネジメントや他の組織との調整などを通じた経営管理あるいは経営コンサルタ

ント的な視点が必要になると考える。 

⑤ 今後、長期/短期専門家の必要な分野などを更に検討していくが、農村振興であっても参

加型開発であっても、常に経営管理や組織のマネジメントを意識する必要がある。 
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⑥ プロジェクトは、試行錯誤をしながら実施していくことになると思うが、プロジェクト

の目的を常に確認すること、また、さまざまなノウハウが要求されるので、他の国々も含

め、JICA がプロジェクトで開発したマニュアルやノウハウをうまくチューニングして活用

することが特に重要になると考える。 

⑦ なお、本プロジェクトは、要望調査、採択から詳細計画策定調査を通じて JICA 本部と

モロッコ事務所でさまざまな意見が出されたが、リモートエリアの開発をどうすべきか、

それへの支援の可否やアプローチの検討も含めて、今後の教訓になるものと考える。 
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第２章 対象プロジェクトの概要 
 

２－１ プロジェクトの背景 

２－１－１ 地方開発、農村開発関連の上位計画、プログラム 

（１）モロッコにおける地方開発国家政策の現状 

モロッコは国家政策として「農村開発戦略 2020」、及び「グリーンモロッコ計画

2008-2020」を策定し、貧困削減、農業振興による収入向上、環境保全などの課題に取り組

んでいる。また、貧困削減、インフラ整備による都市と農村地域の格差是正を図るため、

2005 年、国王モハメッドⅥ世により「人間開発にかかる国家イニシアティブ（INDH）」が

打ち出され、2011 年からはフェーズⅡとして事業が実施されている。 

各々の政策の概要は以下のとおりである。 

 

（２）農村開発戦略 2020 

モロッコの貧困率（1日 2ドル以下で暮らす人々の割合）は、1990/91年の 13％から 1998/99

年には 19％へと拡大し、経済的弱者は約 3 百万人を数えることになった。こうした背景か

らモロッコ農業・海洋漁業省（Ministre de ľAgriculture et de la Pêche Maritime：MAPM）は、

1999 年に「農村開発戦略 2020」を策定した。当戦略は、2020 年までの貧困削減と社会的

弱者の救済、及び長期計画に基づく農業生産性の向上をめざしたもので、以下の 6 項目が

重要な取り組み課題として定められている。 

① 地方の雇用促進、効率的な水管理、砂漠化防止のための農村開発、及び農業生産性

の向上 

② 灌漑が十分に行われていない地域や天水依存地域を対象とした住民参加型小規模灌

漑事業の実施促進 

③ 農村インフラ整備・公的サービスの充実 

④ 参加型による天然資源の有効活用、持続的管理 

⑤ 農村開発による貧困削減・地方雇用の創出 

⑥ 開発事業への参加を通じた農村部の女性の地位向上、及び人的資源の開発 

 

当戦略に沿って、2001 年から 2005 年までプロジェクトが実施され、2006 年に国連食糧

農業機関（FAO）と世界銀行によって評価結果が取りまとめられた。この中で当戦略推進

上の課題として、次の 3 点が指摘された。 

① 資金調達・事業計画策定を行う国、開発パートナーが中心に事業を進め、事業の当

事者であるコミューンに主体的な役割が求められていないこと 

② マイクロ・クレジットへのアクセスの困難さ、資金の不足、管理費・事業予算見積

もりの支出実績との乖離 

③ 縦割り行政、関係者の連絡や連携の仕組みがないことに起因する事業の重複 

 

この評価では、地方分権化を進めるため、コミューンや市民団体といった地域の関係者

の関与の必要性、国家による地方分権化の更なる推進、資金調達の新たな方法の創出が求

められた。このほか、コミューン憲章で 2009 年に義務づけられたコミューン開発計画
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（PCD）の策定に関して、コミューンの計画策定能力の向上の重要性も指摘されている。 

 

（３）グリーンモロッコ計画（Le Plan Maroc Vert）2008-2020 

農業セクターはモロッコの国民総生産（GNP）の 19％を占めると同時に約 400 万人（就

業人口の約 40％）の農業従事者を抱える産業となっている。農産物の主要な輸出先である

ヨーロッパとの地理的な優位性に加え、低廉な人件費を背景に農産物の輸出拡大が期待さ

れている。2012 年 2 月には、農業製品への欧州連合（EU）加盟国の段階的な輸入関税引

き下げが決定し、今後の農業セクターの振興に一層の期待が高まっている。 

商業ベースの大規模農家は、こうした地の利を生かした農業セクターの国際競争力によ

り、売り上げを伸ばすことが期待できる。しかし、モロッコの農業従事者の大多数を占め

る小規模農家は、技術力、マーケティング力、資金力の不足のためこうした国際競争から

は取り残されているのが現状である。 

このような現状を踏まえ、モロッコ政府は農業を重要分野と位置づけ、「グリーンモロッ

コ計画（Le Plan Maroc Vert）2008-2020」（以下、「グリーンモロッコ計画」と記す）を策定

し、農業開発公社（Agence pour le Développement Agricole：ADA）を農業・海洋漁業省

（MAPM）の管轄下に設立し、農業振興を進めている。グリーンモロッコ計画によると特

に小規模農家が抱える課題は、以下の点に整理される。 

① 投資の不足：農業機械、肥料等への投資不足、銀行からの資金調達システムの不備、

農業への低い補助金率、農業インフラの不足 

② 組織構造の脆弱性：農業セクターの組織化不足、専門家等の関与・交流の不足 

③ マネジメント力の不足：農村地域では伝統的小規模農家の個人経営が主体 

④ 小規模土地所有：農村部では栽培面積 5ha 以下の小規模農家が多数を占め、土地所

有に関する法制度が複雑な一方で、伝統的な土地管理では登記簿が存在しない。 

⑤ 作付作物の偏り：付加価値の低い穀類が全体作付面積の 75%を占める。 

 

こうした課題に対応するため、グリーンモロッコ計画は、以下の 7 つの目標を掲げてい

る。 

① 10 年ないし 15 年後までに農業セクターの成長拠点を形成 

② 小規模農家の集団化 

③ 合理化された近代農業と伝統的農業を包括した農業政策の実施 

④ 民間投資の促進 

⑤ 提携・委託事業の推進 

⑥ 持続的農業開発の推進 

⑦ 農業セクター改革の推進 

 

モロッコの農業経営形態は、農業全体の 80％を伝統的小規模農業が占めるのに対して、

近代的機械化農業は全体の 20％を占めるにすぎない。このため、グリーンモロッコ計画で

は、次の 2 つに分けて支援を実施することとしている。 

近代的機械化農業では、民間投資を軸として農産品を大規模商業ベースに乗せるための

農業を推進し、オリーブ、野菜、ブドウ、ナツメヤシ、食肉などの生産の集約化と流通販
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売に至るバリュー・チェーンの確立を行うとしている。 

伝統的小規模農業振興に対する施策では、農家の収入向上を目的として穀類からオリー

ブ、園芸作物、養蜂などの付加価値の高い産品への転換指導、地域の特産物の同定と普及

を行うとしている。 

エルラシディア県では、当計画による農業振興プロジェクトの実施が全体で 170 件検討

されており、うち 103 件は近代的機械化農業、67 件が伝統的小規模農業に分類される。エ

ルラシディア県におけるグリーンモロッコ計画の実施機関として、タフィラレット地域農

業開発公社（Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tafilalet：ORMVAT）が農業プロ

ジェクトの支援業務を行っており、気候、水利、植生などを勘案し以下の農牧業の振興を

計画している。 

① 灌漑農業：ナツメヤシ、リンゴ、ブドウ、ジャガイモ、タマネギなどの果物と野菜、

オリーブ、穀類、ヒマワリ 

② 畑作：オリーブ、穀類 

③ 畜産・その他：食肉、乳製品、家禽類、農業加工品（蜂蜜、クスクス、その他） 

 

（４）人間開発にかかる国家イニシアティブ（INDH） 

モロッコの GDP 成長率は 2010 年 3.7%、2011 年 4.5%〔国際通貨基金（IMF）〕とプラス

成長を続けているが、一方で総人口の約 14%に当たる約 450 万人が 1 日 2 ドル以下で暮ら

す貧困層（世界銀行、2011 年）に属している。貧困層の多く（貧困層の 66％）は地方の農

村部で暮らしており、都市部との社会経済面での格差是正が大きな課題となっている。こ

うした状況を踏まえ、2005 年、国王モハメッドⅥ世により「人間開発にかかる国家イニシ

アティブ」（INDH）が発表された。 

INDH 第１フェーズは 2005 年から開始され 2010 年に終了したが、2011 年からは 2015

年までの予定で第２フェーズが実施されている。INDH では、第１フェーズの実施に先駆

けて 2005 年に先行プログラムとして、2 億 5 千万 Dh（1 Dh は約 10 円）の予算規模で、計

1,104 件の優先プロジェクトが実施された。社会的弱者支援 170 件、都市部の貧困者対策

364 件、農村部の貧困対策 570 件に対する支援であり、財源の内訳は国家一般財政から 50

百万 Dh、地方自治体予算から 100 百万 Dh、ハッサンⅡ世基金から 100 百万 Dh がそれぞ

れ拠出された。支出実績の内訳は以下のとおりである。 

 

表２－１ INDH 2005 年の支出実績 

（単位：Dh） 

優先プロジェクト 金額 

農村部貧困に対する支援① 73,423,089 

都市部で疎外されている人たちへの支援② 95,112,032 

社会的弱者に対する支援③ 75,875,190 

州・県に対する資金支援合計④（①+②+③） 244,410,310 

INDH 事務局運営費⑤ 5,589,690 

合計（④+⑤） 250,000,000 

出所：「人間開発にかかる国家イニシアティブ」ウェブサイト（http://www.indh. gov.ma/fr/index.asp） 
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2005 年の先行プログラムに引き続き、2006 年から 2010 年まで第１フェーズが実施され

た。第１フェーズでは、INDH の対象となったとコミューンに対しては 5 年間、アソシエー

ションに対しては 5 年以内で、継続的に支援が実施された。収入創出活動、キャパシティ・

デベロップメント、社会的サービスへのアクセス向上、社会的弱者支援、公共サービス（教

育、保健、道路、給水）、文化振興、環境保全などの分野が支援の対象となった。 

第１フェーズでの総支援件数は 22,000 件のうち 3,700 件が収入向上を目的とした活動で

あった。裨益対象者は 520 万人に及び、プロジェクトの実施に支出された総額 141 億 Dh

のうち INDH からは 84 億 Dh が支出された。INDH からの支援以外の部分は自治体及び開

発パートナー（＝援助機関）等から支援を得ることによって事業が実施された。 

INDH は 4 つの優先プログラムにより構成されている。それぞれのプログラムの概要は

以下のとおり。 

① INDH の横断的プログラム（Programme Transversal） 

横断的プログラム（Programme Transversal）は、地方村落部の貧困者対策プログラ

ム、都市部の社会的排除者対策プログラムの対象とならない農村コミューン、都市コ

ミューンの社会的弱者、貧困者を社会・経済的活動に取り込むための収入向上事業、

キャパシティ・デベロップメント、研修などを通じた支援である。全国すべての県

（Province, Préfecture）を対象に、収入向上、社会サービスへのアクセス改善、文化・

社会・スポーツ活動の振興、及びグッドガバナンスの強化を目的として 28 億 Dh が投

入された。県レベルでは INDH 実施のため県人間開発委員会（Comité Provincial pour le 

Développement Humain：CPDH）が設置され、案件選定の手続きを行っている。INDH

による支援プロジェクトは地方自治体、職業団体、組合、住民組織によって実施され

る。 

 

      
出所：収集資料を基に作成 

    図２－１ プロジェクト申請から資金供与までの手続きの流れ（横断的プログラム） 

 

② 社会的弱者プログラム 

社会的弱者プログラムは、州（Région）内の社会的弱者を対象として生活に窮する

HIV/エイズ感染者、薬物依存症患者に対する支援、社会福祉施設の運営支援を目的と

して実施される。実施上の責任機関は州人間開発委員会（Comité Régional pour le 

1月 2月 3月 4月

案件募集開始

契約、資金供与開始

県委員会協議案件選択

要請受付審査
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Développement Humain：CRDH）であるが、個々の活動は RPDH、及び活動を実施する

能力のある団体・組織（アソシエーションなど）に再委託することが可能とされてい

る。案件選定手続きは州の責任で実施されており、各州に予算として 2 千万 Dh が配

賦された。 

 

      1月 2月 3月 4月 5月 6月

州委員会の設置

契約、資金供与開始

社会的弱者削減の地域スキームの策定

地域社会的弱者マップの策定

活動実施、モニタリング、評価

 
出所：収集資料を基に作成 

    図２－２ プロジェクト申請から資金供与までの手続きの流れ（社会的弱者プログラム） 

 

③ 地方村落部の貧困対策、及び④都市部の社会的排除者対策 

第１フェーズでは、地方農村部の貧困対策として 360 コミューン、都市部では 250

地区を対象に基礎インフラ整備、公共サービスへのアクセス改善等を中心としたプロ

ジェクトが実施された。人間開発地域委員会（Comité Local pour le Développement 

Humain：CLDH）を中心にコミューンで人間開発のための地域イニシアティブ

（Initiative Locale pour le Développement Humain：ILDH）を作成し、県人間開発委員会

（CPDH）が承認する。プロジェクトは、人間開発指数を改善することを目的として

計画されることとなっている。プロジェクトの実施申請では、まず各コミューン・地

区において参加型で協議を行い、ニーズ、優先課題、実施方法、実施規模、実施可能

性などを検討し、効果が短期間で発現しやすい計画をプロジェクとして形成する。

CPDH で承認されたプロジェクトは、コミューン、アソシエーションが実施主体となっ

て行うが、実施状況のモニタリング、評価については、CPDH が行う。 

都市部では実施予算として 800 万 Dh が案件ごとに配賦され、農村では 500 万 Dh

を対象コミューンに年 1 回供与する。 
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担当委員会

CPDH

（事務局DAS)

CLDH

CLDH

CPDH

（事務局DAS)

CPDH

（事務局DAS)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

対象選定　CLDH設置支援

契約、資金供与開始

他プログラムとの協調

参加型分析ワークショップ

人間開発地域
イニシアチブ（ILDH)

策定

活動実施、モニタリング、評価

促進的小規模プロジェクト
（結果がすぐに出やすい案件）

その他短期・中期プロジェクト

 
出所：既存資料を基に作成 

図２－３ プロジェクト申請から資金供与の手続きまでの流れ 

（農村、都市部対象プログラム） 

 

（５）人間開発にかかる国家イニシアティブ（INDH）第２フェーズ 

INDH フェーズⅠの終了を受け 2011 年 4 月、EU の支援によりフェーズⅠの教訓・経験、

フェーズⅡのアクションプランが取りまとめられた。フェーズⅠの実施により得られた教

訓から事業の実施には以下の点が重視され、フェーズⅡの実施に反映させる方針が示され

た。貧しい地域のなかでも特に遠隔地に位置する山間部の基礎インフラや社会サービスの

整備に重点を置くことになった。また、フェーズⅡでは総予算と対象地域が拡大され、地

方のコミューンの基礎インフラ整備を進めるためフェーズⅠから継続して実施する 4 プロ

グラムのほか、新規プログラムを加え合計 5 つのプログラムとして 2011 年から 2016 年の

計画で実施が開始された。フェーズⅡの総予算は 170 億 Dh と予定されている。 

・社会サービス提供のため参加型、内包的なモデルを確立する 

・質が高く、適切なファシリテーションと技術指導の必要性 

・コミューンの能力向上 

・貧しい地域へのリソースの配分のために貧困マップを活用 

・収入創出活動のための十分な額の資金供与を数年にわたり実施 

・ プロジェクトデザインと実施に柔軟性をもたせ、中長期にわたり｢学びながら成長す

る｣ことをめざす 

 

上記の方向性を踏まえ、フェーズⅡでは収入向上、農村住民に対する支援を重視し、貧

困率が 14％以上の 701 のコミューンに対象地区を拡大した。第１フェーズで既に対象と

なったコミューンが第２フェーズで重ねて支援の対象となることも可能である。貧困率の

基準で支援の対象から外れるコミューンは、横断的プログラムの支援対象となり得る。実

施体制は、フェーズⅠの体制を踏襲し、以下の 5 つのプログラムが開始されている。 
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① 地方村落部の貧困対策 

予算：31 億 Dh 

701 の地方コミューンが対象 

地方住民の生活の質改善、基礎インフラへのアクセス改善 

 

② 都市部の社会的排除者対策 

予算：34 億 Dh 

都市部の 530 地区が対象 

基礎インフラへのアクセス改善、公共サービスへのアクセス改善 

 

③ 社会的弱者プログラム 

予算：14 億 Dh 

生活に窮する HIV/エイズ感染者・薬物中毒者対策、社会福祉施設の運営支援 

 

④ 横断的プログラム 

予算：28 億 Dh 

全国すべての県（Province, Préfecture）において、他のプログラム（地方村落部の貧困

対策、都市部の社会的排除者対策）の支援対象とならない社会的弱者、貧困者を社

会・経済的活動に取り込むための収入向上事業、キャパシティ・デベロップメント、

研修などを通じた支援 

 

⑤ 地方のレベルアッププログラム（Mise à niveau territoriale） 

新規スキーム 

予算：50 億 Dh 

22 地方県の 3,300 村落（山間地など）、約百万人が対象 

基礎インフラ施設、公共サービスへのアクセス格差の改善を目的とし、地方道路、保

健医療、下水、水道、教育、電化、飲料水などの整備を行う。 

 

＜INDH の実施体制＞ 

INDH の実施体制は、中央に戦略委員会（Comité stratégique）が置かれ、コミューン、県、

州の各層に人間開発委員会（Comité pour développement humain）が設置されている。コ

ミューンレベルの人間開発地域委員会（CLDH）は農村コミューンの場合、コミューン長

が委員長となり、アソシエーション等の市民社会代表、コミューン議会代表、コミューン

職員などにより構成される。CLDH の機能は、地域の特性を勘案した地域人間開発イニシ

アティブの作成、参加型計画プロセスの実践、CLDH による決定事項の住民への伝達、県

人間開発委員会（CPDH）への報告などである。 

県人間開発委員会（CPDH）は INDH の県レベルでの意思決定機関であり、コミューン

レベルで CPDH が作成した地域人間開発イニシアティブの確認・承認、及び、アソシエー

ション、協同組合などから申請されたプロジェクト計画の選定、実施のモニタリングを行

う。CPDH の委員長は県知事が務め、アソシエーション等の市民社会代表、県議会代表、
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省庁出先機関代表などにより構成される。県レベルでは県庁の一部局である社会事業部

（DAS）が CPDH の事務局として機能している。社会事業部は INDH への申請プロジェク

トを CPDH に送付する前に INDH の実施要綱に照らして妥当性を有するかスクリーニング

を行う。また、プロジェクトの実施状況について CLDH からの報告に基づいて CPDH への

定期報告を作成する。 

州レベルには州人間開発委員会（CRDH）が置かれ、州内の INDH プログラムの全体調

整、INDH プログラムと省庁・自治体による事業との調整、INDH のコンポーネントのひと

つである社会的弱者プログラムの主体的な実施を行う。CRDH の委員長は州知事ワリ

（Wali）が務め、委員は州内の県知事、県議会議長、省庁出先機関代表、市民社会代表、

大学・民間機関代表などから構成される。 

中央には、首相が委員長を務め、全閣僚から構成される戦略委員会（Comité stratégique）

が置かれ、INDH の全体戦略の方向づけを行っている。実施面では内務省に INDH 調整委

員会（Unité de coordination d’INDH）が置かれ、INDH 実施のため州、県、コミューンに置

かれた各人間開発委員会、県社会事業部などに対する支援、INDH の実施状況のモニタリ

ング、戦略委員会に対する報告を行っている。 

 

 
出所：既存資料を基に作成 

図２－４ INDH の実施体制 

 

詳細計画策定調査実施時点で INDH フェーズⅡへの資金支援を表明している開発パート

ナーは以下のとおりである。 

 

表２－２ INDH フェーズⅡに支援を表明している開発パートナー 

無償 借款 

EU 

KfW 

サウジアラビア 

アメリカ 

世界銀行（3 億ドル） 

 

戦略委員会

州人間開発委員会

CRDH

県人間開発委員会

CPDH

人間開発地域委員会

CLDH
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イタリア 

フランス 

スペイン 

GPOBA4 

ドイツ 

出所：既存資料を基に作成 

 

２－１－２ モロッコの地方開発行政実施体制の概要 

本プロジェクトの要請の背景を分かりやすくするために、まず、現在のモロッコの地方行政

体制を記述する。 

モロッコでは 2011 年 6 月の憲法改正まで国王に権力が集中する体制をとっていた。しかしな

がら、中東・北アフリカ各国の民主化の流れ（「アラブの春」）の影響を受けて民主化への要求

が強まり、それまで国王に任命されていた首相は憲法改正により下院選挙の第一党の党首が国

王により任命されることとされ、閣僚は首相の提案に基づいて国王が任命することとなった。

ただし、宗教上の最高権威、最高安全保障会議議長、軍最高司令官は国王が務めるとされ、い

まだ国王に権限が残されている。 

モロッコの地方行政区分は 2009 年の県行政域の変更以来 16 州（Région）、75 県（主に都市

部の Préfecture：13、農村部を中心とする Province：62）、1,503 のコミューン（農村コミューン

Commun rurale：1,282、都市コミューン Commune urbaine：221）から構成されている。 

各州・各県には、首相及び関係閣僚の提案に基づいて閣議（国王が議長）により任命される

州知事（州都所在地の県知事と同じ）であるワリ（Wali）、県知事（Gouverneur）、及び県事務

総長（県副知事 Secrétaire général）が派遣される。 

地方自治体は内務省により所掌され、州、県、コミューンにより構成される地方自治体のほ

か、行政区分として社会・民族・経済圏等により県域を 3 から 4 地域程度に区分したセルクル

（Cercle、首長はスーパーカイド）、さらにセルクルを 3 つから 4 つに分割したカイダ（Caïdat、

村落部での呼称、首長はカイダ）、またはパシャリク（Pachalik、都市部での呼称、首長はパシャ）

が存在する。コミューンの下にはクサール（Ksar）と称される集落があり、規模に応じて伝統

的首長であるマカダン（Makadem）、シェイク（Cheykh）が集落を統括する。 

コミューン議会議員は直接選挙で選出されるが、州議会・県議会では職業団体等の代表とと

もに間接選挙により、県議会ではコミューン議会議員が、州議会では県議会議員及びコミュー

ン議会議員が、議員として選出される。 

                                                        
4 Global Partnership on Output-Based Aid（世界実績ベース援助パートナーシップ）。成果主義に基づく援助（OBA）手法への資
金提供、設計、実証、文書化を通じて、途上国の貧困層への基盤インフラや社会サービス提供の向上に取り組んでいる。  
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出所：既存資料を基に作成 

図２－５ 地方自治体の分類 

 

 
出所：既存資料を基に作成 

図２－６ モロッコにおける地方行政体制 

 

（１）地方自治体に関する法体系 

2011 年に改正されたモロッコ憲法では第 135 条で、「モロッコにおける地方自治体は州

（Région）、県（Préfecture 及び Province）、コミューン（Commune）から構成される」とさ

れ、第 145 条では「州におけるワリ（Wali）、県における知事（Gouverneur）が国家を代表

する」と規定されている。 

地方自治体に関する法的基本文書は、州の組織に関する法律（Loi n˚47-96 relative à 

州（Région)知事
ワリ

州・県・コミューンを代表

コミューン首長
カイード

（村コミューン）
パシャ

（町コミューン）

県議会

県行政
政策

開発案件
にかかる審議

県（州）・知事
国王・政府を代表

県行政を監督

セルキュル長
県（州）知事の任命を
受けコミューン首長を

監督

州議会
州（Région)内の

行政・政策・開発案
件にかかる審議

コミューン議会

協議

審議・承認

審議・承認

内務省

議員の互選
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l’organisation de la Région、法律 47-96）、県の組織に関する法律（Loi n˚79-00 Organisation des 

collectivités Préfectorales et Provinciales、法律 79-00）、コミューン憲章（Loi n˚78-00 Charte 

Commnale、法律 78-00）、及び地方自治体財政法（Loi n˚45-08 relative à l’organisation des 

finances des collectivités locales et de leurs groupements、法律 45-08）である。 

 

（２）地方自治体の権限 

州、県、コミューン各々の権限は表２－３のとおりである。 

 

（３）地方分権化推進（La régionalisation avancée） 

地方分権化推進（La régionalisation avancée）は、地域特性を生かした分権化を通じた地

方の社会経済的発展を目的として、国王在位 10 周年を機に 2010 年 7 月 30 日に発表され、

フェーズⅠを開始、2011 年 3 月 9 日フェーズⅡを開始した。 

その内容は、代表民主制の推進、男女平等、市民参加の推進などを通じて地域社会、行

政基盤の強化を図るとしている。地方分権化推進による制度改革は、国家分権諮問委員会、

及び政府によって議論が進められているが、現在提案されている制度改革案は国会、及び

国王による承認がなされていないため、2012 年 12 月時点では、この地方分権化政策に伴

う行政面での変更は行われていない。 

地方分権化推進による一連の改革において州域の変更（再編）は重要な位置を占めてい

る。州域の再編は、モロッコの国土をアトラス山脈と東アトラス山脈を結ぶ線を境に大西

洋岸、地中海岸、及び沿岸の平原地帯と高原地帯に拡がる中間地帯から成る地域（モロッ

コ全人口の 87％を抱える地域）と南部、南東部、北東部に位置する半砂漠・サハラ地帯（全

人口の 13％を占める）に二分して実施される予定である。この境界基準にアクセスのしや

すさ（基準となる対象物の距離が 200km から 250km の間）、近接性（歴史、文化・経済圏、

道路網・山脈などの物理的な環境条件による空間的な近似性）、均等性（大きな州が小さ

な州を凌駕しないか）、バランス（経済・社会インフラ、サービス等の集積度）などの視

点を勘案し、1997 年以来の 16 州（Région）による区分を 12 州に再編するとしている。 

エルラシディア県を例にとると、エルラシディア県は現在他の 5 県とともにメクネス・

タフィラレット州に属しているが、再編後は、他州の 4 県とともにドラ・タフィラレット

州に編入される計画となっている。 
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   表２－３ 州・県・コミューンの権限 

 分 野 コミューン 県 州 

固有権限 開発計画 コミューン開発計画 県経済社会開発計画 州経済社会開発計画 

地域開発計画・都市

開発計画 

 州地域開発計画 

財政 予算審議 県予算審議 州予算審議 

決算報告審議 県決算報告審議 州決算報告審議 

特別口座開設 特別口座開設  

借入・保障契約締結 借入・保障契約締結  

贈与・遺贈の決定   

税務 徴税、料率の決定 徴税、料率の決定 徴税、料率の決定 

経済開発 地域経済開発 開発事業の実施  

 経済開発地区の設置 工業団地・経済開発地

区の設置 

公益事業  公益事業への参加 公益事業への参加 

公共サービス・

公共施設 

*表２－４参照 公共サービス提供 公共サービス 

衛生・環境 *表２－４参照   

社会・文化 *表２－４参照   

伝統建築様式の保

全・振興 

 伝 統 建 築 様 式 の 保

全・振興 

 スポーツ振興 スポーツ振興 

 文化・社会活動の振興 文化・社会活動の振興

 自然・歴史・文化・芸

術資産の保全 

 

インフラ  県道建設  

 コミューンを結ぶ公

共交通サービス 

 

森林保全 森林保全・開発   

農村開発  農村開発振興・農村開

発事業 

 

雇用 雇用振興策 雇用促進 雇用促進 

   職業訓練 

裁定  民間の売買・譲渡等取

引の裁定 

 

公有地管理  県有地管理  

住環境整備  住宅整備・都市再開発

事業 

 

建築基準   

都市再開発・メディ

ナ再生 

  

住環境整備   

住民組合の結成促進   

 コミューン財産の管

理・保全 

県有財産の修復・保全  

環境  環境保全 環境保全 

水資源   水資源管理 

社会福祉  社会連帯活動 社会連帯活動 

 人道的活動 慈善事業 
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協力協定 経済・社会・文化開

発を促進する協力・

提携 

協力・提携協定の締結  

 姉妹都市協定の締結  

委任権限 保健 診療所・保健施設の

設置・管理 

病院・医療センター設

置・管理 

病院設置・管理 

教育 小学校設置・管理   

 中学設置・管理  

 高校設置・管理 高校設置・管理 

  大学大学設置・管理 

 専門学校設置管理  

  奨学金支給 

環境 植林・自然公園管理   

水利 中小水利施設の設

置・管理 

  

 歴史的建造物・文化

遺産・自然史跡の保

全 

  

職業訓練 職業訓練 職業訓練  

公務員研修 コミューン職員・議

員への研修 

地方自治体職員・議員

への研修 

地方自治体職員への

研修 

事業実施 公益インフラ・事業  公益事業の実施 

機能・ 

役割 

支援要請 コミューン開発に関

する国、その他の地

方自治体、公社に対

する支援要請 

県開発に関する国、そ

の他の地方自治体、公

社への支援要請 

州開発に関する国・公

社への支援要請 

国土・地域整備

計画 

地域整備計画・都市

開発計画に関する協

議 

国・州により提示され

た国土整備計画・都市

開発計画に関する協議 

国家国土整備計画・都

市開発計画への意見

伝達 

国・地方自治体

への意見伝達 

現行法の規定、また

は国、他の地方自治

体により求められた

場合の意見伝達 

現行法の規定、または

国・州により求められ

た場合の意見伝達 

 

事業の事前通知 国、他の地方自治体、

公社によってコミュ

ーン内で実施される

事業に関する事前通

知 

  

事業への意見伝

達 

国、他の地方自治体、

公 社 に よ っ て コ

ミューン内で実施さ

れる事業に関する意

見伝達 

 国・公社による投資事

業の方法選定に関す

る提言 

雇用・投資  投資・雇用促進、企業

経営環境の改善関す

る提言 

 

営団結成   公共サービス実施の

ための公団結成要請 

大学・病院の設

置 

  大学・病院の設置計画

に関する意見の伝達 

出所：収集資料を基に作成 
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   表２－４ コミューンの社会・文化分野での権限 

公共サービス・公共施設 衛生・環境 社会・文化 

飲料水供給・配水 
海岸、河川、森林、自然保護地

域の保全 

公民館・青年会館・女性会館・

福祉施設・養老院・集会所・公

園・レジャーセンターの設置・

運営 

配電 飲料水、水浴施設の水質管理 

文化センター・図書館・博物館・

劇場・芸術・音楽学校・保育所

の設置・運営 

下水 下水、雨水の排水 

スポーツセンター、競技場、屋

内競技場、体育館、プール、自

転車競技場、競馬場の設置・運

営 

家庭廃棄物収集・運搬・廃棄 家庭廃棄物収集・運搬・廃棄 
文化・青少年・スポーツイベン

トの開催 

照明 感染症の媒介対策 
社会・文化・スポーツ団体への

支援 

道路交通・信号機設置・駐車場 公害・環境汚染・自然破壊対策
社会活動・人道活動団体との連

携 

傷病者搬送 コミューン衛生事務所の設置 
障害者支援事業、及び障害者の

社会統合事業の実施 

屠殺、食肉・鮮魚運搬 
コミューン公衆衛生規約の採

択 
 

市場、鮮魚市場、穀物市場、公

共交通センター、キャンプ場、

放牧場の設置・管理 

  

市場、定期市の日程設定   

雨水制御・洪水対策施設の設置   

海岸、湖沼、河川の整備   

出所：収集資料を基に作成 

 

   表２－５ 地方分権化促進後のエルラシディア県の行政区分（案） 

現行 再編後 

メクネス・タフィラレット州 ドラ・タフィラレット州 

メクネス（指定都市）Meknès（Préfecture） 

エルハジャブ県 El Hajeb（Province） 

エルラシディア県 Errachidia（Province） 

イフラン県 Ifrane（Province） 

ケニフラ県 Khénifra（Province） 

ミデルト県 Midelt（Province） 

エルラシディア県 Errachidia（Province） 

フィギグ県 Figuig（Province） 

ワルザザート県 Ouarzazate（Province） 

ザゴラ県 Zagora（Province） 

ティネリール県 Tinghir（Province） 

出所：Rapport sur la régionalisation avancée 

 

（４）地方行政と内務省 

中央政府においては、地方行政に関する業務は、内務省地方自治総局（DGCL）が所掌

する。2009 年に全コミューンでコミューン開発計画を策定することが明文化されたが、そ

の策定状況のフォローアップを行っているのは、DGCL 計画・施設局のモニタリング課で

ある。計画・施設局の下には 4 つの部があり、それぞれ 2 つから 3 つの課が設置されてい
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るが、モニタリング課と調整課は部に属しておらず、計画・施設局の直属組織となってい

る。 

 

 
出所：聞き取り調査を基に作成 

図２－７ 内務省地方自治総局（DGCL）組織図 

 

（５）州の権限と体制 

１）権限 

州議会は、州内の地方自治体の権限を尊重しつつ、州の経済的・社会的・文化的発展

のため施策を講じる。州議会は、州議会の固有の権限、国家からの委任権限、国家また

はその他の公共法人に帰属する権限に関して、州の利益にかかわる事項について国に提

案・提言を行い、意見を伝達する権限を有する。 

 

① 州固有の権限 

- 予算審議、決算報告の審議・承認 

- 州経済社会開発計画の策定、及び承認のための国家振興・計画評議会への送致 

- 州開発基本計画の策定、及び承認のための国土開発内閣委員会への送致 

- 現行法の枠内での徴税、公共サービスの使用料、税金の適用基準・料率・規定の

決定 

- 産業・経済開発地区の導入による州への民間投資促進のための施策 

- 州公共企業体への州の参加方針の決定 

- 職業訓練のための施策 

- 国家政策に基づいた雇用促進策の実施 

- スポーツ振興策の実施 

DＧCL

局長

財務・

職員支

援局

設備資

材局

通信・コ

ミュニ

ケーショ
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下水局

法務、

協力局

計画・

施設局

事務

調整局

局長官

房

調整課

衛生予

防・

保健部

モニタ

リング

課

都市交

通・運

輸部

施設部 計画部

公衆衛

生課

衛生予

防課

都市交

通計画

課

交通網

整備課
情報課

経済施

設課

社会施

設課
緑化課 計画課

経済開

発計画

課

パート

ナー・

協定課
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- 環境保護のための施策 

- 適切な水資源管理のための施策 

- 社会・文化活動促進のための施策 

- 社会連帯活動、及び慈善事業の促進・支援 

- 州特有の建築様式の保全・普及 

 

② 国家からの委任権限 

- 病院・高等学校・大学施設の設置・管理、及び奨学金の付与 

- 地方自治体職員への研修 

- 州公共サービス・州公共事業の計画・実施 

 

上記の委任権限の実施には、事業の実施に相応する予算措置をはじめとする財源の

移譲が伴うものとされる。このほか、州は州開発に要する事業を国、及び公社と協働

で契約に基づき実施できるとされている。 

 

③ 州による提案・提言、意見の伝達 

- 州の開発促進のため実施される事業が州の権限、既存の実施能力を超えると認め

られる場合、国、及び公社に対して支援を申し出ることができる。 

- 主に公社、独立行政法人、特殊法人等の形態により州の公共サービスの経営形態

を提言することができる。 

- 国家、また公社による州内での公共事業の実施を提案することができる。 

- 国家国土・都市開発戦略について意見を伝えることができる。 

- 大学施設・病院の州内への設置計画について意見を伝えることができる。 

 

州議会による提案・提言は州都所在県の県知事により所管の政府機関に伝達され

る。 

 

２）州都所在県の県知事（Wali：ワリ） 

州知事（ワリ）は州都所在県の県知事が兼任する。ワリは地方自治体財政法（Loi n°

45-08）上の命令執行役である。ワリの権限は、州内の県及び地方自治体の活動の調整、

投資・都市計画の決定、社会秩序の維持にあるとされる。ワリは州議会の決議事項を執

行する。ワリは州議会の審理に基づいて、以下の行為を行う。 

- 賃貸・売買・取得証明の作成、工事・納入・サービス提供契約の締結 

- 予算執行、決算報告の作成 

- 当該分野の関連法規に基づいて税金、権利使用料の制定、その他権利の効力を発生

させる政令（arrêtté）の発布 

 

３）州の行政組織 

モロッコにおける第一層目の地方自治体である州の行政組織はウィラヤ（Wilaya；州
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庁）5 である。ウィラヤは州都所在県の県庁（多くの場合、Préfecture：都市部の県庁、ま

たは Province：農村地域に所在する県庁）と組織、人員を共有している。このためウィ

ラヤ所在地の県では行政組織としてのウィラヤと県庁（Préfecture）はそれぞれ独立した

組織としては存在しない。人員面でも州の業務を専任で担当する職員の数は 2008 年時点

で全国で 378 名（州当たり 23 名程度、メクネス・タフィラレット州では 25 名、Collectivités 

locale en chiffres, Edition 2011, Ministère de l’Intérieure, Direction générale des collectivités 

locales）にとどまっている。 

州都所在県の県庁の行政機構は、たびたび組織変更が行われており、直近では 2005

年 5 月 9 日付の内務大臣政令（arrêtté）により、それまでの 6 部署に人事・管財部（Division 

des ressources humaines et des moyens généraux）、情報システム・コミュニケーション部

（ Division des systèmes d’information et de communication）、事業部（ Division des 

équipements）が新たに設置され 9 部での業務実施体制となった。 

 

① 州職員 

2008 年の地方自治体別の職員数6を比較すると州レベルの職員数は全国で 378 名（州

当たり 23 名）にとどまり、県 24,469 名、都市コミューン 89,314 名、農村コミューン

36,906 名と比べると州当たりの職員数は農村コミューンの 28 名と同程度である（県

当たりの職員数は 326 名、都市コミューン当たりでは 404 名）。州レベルの職員の業

務形態ではモロッコ全土 378 名の職員のうち、全体の 52.12％に当たる 197 名が上級

管理職、事務・技術担当の現業職員は全体の 14.81％に当たる 56 名である。 

 

② ウィラヤ（州庁）の行政組織 

州の行政組織は、2005 年 5 月 9 日付の内務大臣政令（arrêtté）により州都所在地の

県を含めて県では 9 部 24 課体制で業務を行っている。知事（Gouverneur）の直下には

事務総長（Secrétaire Général）、官房（Cabinet）、内務部（Division des affaires intérieures）

が置かれ、事務総長の下に 9 部〔地方自治部（Division des collectivités locales）、人事・

管財部（Division des ressources humaines et des moyens généraux）、財務・調達部（Division 

du budget et des marchés）、経済・調整部（Division des affaires économiques et de la 

coordination）、情報システム・コミュニケーション部（Division des systèmes d'information 

et de communication）、社会事業部（Division des affaires sociales）、事業部（Division des 

équipements）、都市計画・環境部（Division de l'urbanisme et de l'environnements）、農村

事業部（Division des affaires rurales）〕が配置されている。2005 年 5 月の政令で新たに

設置されたのは人事・管財部、情報システム・コミュニケーション部、事業部の 3 部

である。このほか、県により独自に部署の設置を申請する場合があり、メクネス・タ

フィラレット州の場合には州監査・管理部（Division d'audit contrôle et gestion des affaires 

de la Région）を内務省の認可を受けて内務省の統一規定外の部署として設置してい

る。 

                                                        
5 イスラム起源の行政単位で、オスマン・トルコ朝以来、広域の行政圏を示す呼称としてイスラム圏で用いられている。モロッ
コではこれが州の行政機構の呼称として使用されている。 

6 Collectivités locale en chiffres, Edition 2011, Ministère de l’Intérieure, Direction générale des collectivités locales 
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４）州の財政 

① 歳入・歳出 

地方自治体の収支は、経常部門（Fonctionnement）と事業部門（Equipement）に分け

られる。これらは相互に独立したものではなく経常部門の黒字分が事業部門に繰り入

れられる。モロッコ地方自治体の歳出規模7は、2006 年の統計で経常部門支出、事業

部門支出合計で約 140 億 64 百万 Dh（1Dh は約 10 円）であり、政府の歳出規模（1,234

億 49 百万 Dh）の 10.23％に当たる。地方自治体の歳出規模は国内総生産との比較では

2.44％であり、政府歳出が 21.46％を占めることを考えるとその規模は限られた状態に

とどまっている。 

一方、州の歳出は経常部門と事業部門の合計で約 418 百万 Dh であり、地方自治体

の全歳出に占める割合は約 3％である（県約 15％、農村コミューン約 20％、都市コ

ミューン約 62％）。 

 

② 収入源 

地方自治体の収入源8は、現行法によって地方自治体に徴税が認められている地方

税、公共サービスの対価としての使用料・手数料・報酬、国家から地方自治体への地

方交付税、国家及び公益法人からの交付金、承認された借入金、不動産収入、贈与・

遺贈、その他法令により規定された収入である。 

州の収入源は地方交付税としての法人税、所得税、県・コミューンから付け替えら

れる公共サービスに対する手数料収入、鉱山・採石場開発税の一部など（表２－６参

照）である。 

 

表２－６ 地方自治体の 2006 年経常部門収支 

（単位：Dh） 

 農村 

コミューン 

都市 

コミューン 
県 州 合計 

経常部門収入 3,649,385,664 8,925,399,489 2,089,482,280 642,379,339 15,306,646,772

付加価値税（地方交付税） 2,499,000,000 2,916,222,752 2,013,602,000  7,428,824,752

法人税（地方交付税） 141,218,900 141,218,900

所得税（地方交付税） 142,839,310 142,839,310

都市計画税 32,168,520 555,729,167  587,897,687

固定資産税 125,876,819 1,840,335,142  1,966,211,961

営業税 208,396,067 1,273,982,788  1,482,378,855

その他 783,944,258 2,339,129,640 75,880,280 358,321,129 3,557,275,307

経常部門支出 2,237,923,992 8,353,857,713 1,901,372,095 236,211,400 12,729,365,200

  一般管理部門 1,762,308,137 5,910,937,288 1,822,515,244 145,413,250 9,641,173,919

人件費 1,660,300,416 4,186,683,949 1,459,370,916 37,740,000 7,344,095,281

燃料費 125,447,000 61,551,200 2,825,000 189,823,200

交換部品 40,646,000 15,912,000 815,000 57,373,000

維持管理費 19,671,000 7,139,000 667,000 27,477,000

保険料 37,517,361 13,787,000 724,000 52,028,361

                                                        
7 Collectivités locale en chiffres, Edition 2009, Ministère de l’Intérieure, Direction générale des collectivités locales  
8 地方自治体財政法（Loi n˚45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements、法律 45-08） 
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特別車両税 4,139,290 3,059,800 283,000 7,482,090

電気 41,836,100 3,070,800 1,525,000 46,431,900

水道 48,942,460 1,860,800 909,600 51,712,860

電話 29,853,250 5,965,000 3,800,000 39,618,250

元本償還 102,007,721 605,756,565 18,627,754 16,262,600 742,654,640

利子償還 324,708,991 11,945,314 13,094,350 349,748,655

その他支出 445,735,322 220,225,660 66,767,700 732,728,682

  社会事業部門 0 280,879,607 45,259,070 57,282,500 383,421,177

社会福祉 87,945,935 24,776,370 20,704,500 133,426,805

スポーツ・レジャー 59,865,100 8,924,300 13,460,000 82,249,400

保健・衛生 60,294,759 1,715,200 1,090,000 63,099,959

病院・診療所管理 2,391,900 40,000 1,100,000 3,531,900

初等教育 11,205,813 1,997,700 3,178,000 16,381,513

中等教育 4,540,900 908,700 1,300,000 6,749,600

職業訓練 8,705,100 1,972,600 1,290,000 11,967,700

文化・美術 32,237,500 4,552,100 15,130,000 51,919,600

文化活動 13,692,600 372,100 30,000 14,094,700

  技術部門 475,615,855 951,555,855 8,507,153 452,000 1,436,130,863

都市化・住環境・環境 228,517,521 7,714,000 377,000 236,608,521

公共照明 475,615,855 535,240,699 138,153 75,000 1,011,069,707

水栓 187,797,635 655,000  188,452,635

  経済部門 0 189,000 100 820,000 1,009,100

農業活動 26,000 0 20,000 46,000

商業活動 163,000 100 800,000 963,100

  支援部門 0 1,210,295,963 25,090,528 32,243,650 1,267,630,141

委託費 2,945,300  2,945,300

裁判 81,958,206 1,972,500 10,000 83,940,706

賛助金 1,062,837,541 3,445,500 25,030,000 1,091,313,041

その他支出 62,554,916 19,672,528 7,203,650 89,431,094

経常部門収支 1,411,461,672 571,541,776 188,110,185 406,167,939 2,577,281,572

注：地方自治体の経常部門収入は付加価値税、法人税、所得税を主な財源とする地方交付税、各々の地方自治体に徴税が認め
られた税収等から構成される。経常部門収入から経常部門支出を差し引いた経常黒字分が地方自治体の事業部門の財源と
なる。 

出所：Collectivités locale en chiffres, Edition 2009, Ministère de l’Intérieure, Direction générale des collectivités locales 

 

表２－７ 地方自治体の 2006 年 経常部門・事業部門収支 

（単位：Dh） 

 
農村 

コミューン 
都市 

コミューン 県 州 合計 備 考 

経常部門収入 3,649,385,664 8,925,399,489 2,089,482,280 642,379,339 15,306,646,772  

  付加価値税 2,499,000,000 2,916,222,752 2,013,602,000 7,428,824,752 地方交付税

  法人税  141,218,900 141,218,900 地方交付税

  所得税  142,839,310 142,839,310 地方交付税

  都市計画税 32,168,520 555,729,167 587,897,687  

  固定資産税 125,876,819 1,840,335,142 1,966,211,961  

  営業税 208,396,067 1,273,982,788 1,482,378,855  

  その他 783,944,258 2,339,129,640 75,880,280 358,321,129 3,557,275,307  

経常部門支出 2,237,923,992 8,353,857,713 1,901,372,095 236,211,400 12,729,365,200  

  一般管理 1,762,308,137 5,910,937,288 1,822,515,244 145,413,250 9,641,173,919  

  社会部門  280,879,607 45,259,070 57,282,500 383,421,177  
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  技術部門 475,615,855 951,555,855 8,507,153 452,000 1,436,130,863  

  経済部門  189,000 100 820,000 1,009,100  

  支援部門  1,210,295,963 25,090,528 32,243,650 1,267,630,141  

経常部門収支① 1,411,461,672 571,541,776 188,110,185 406,167,939 2,577,281,572  

事業部門収入② 1,411,461,672 571,541,776 188,110,185 406,167,939 2,577,281,572 ②=① 

その他収入③ 0 158,961,478 1,701,560   

事業資金④ 1,411,461,672 730,503,254 189,811,745 406,167,939 2,577,281,572 ④=②+③ 

事業支出 564,584,668 414,985,076 173,224,475 181,611,739 1,334,405,958  

  一般管理 186,254,547 109,235,650 40,483,940 21,981,380 357,955,517  

  社会部門 84,847,045 67,207,106 27,970,400 22,238,180 202,262,731  

  技術部門 252,829,486 198,025,365 65,533,958 75,780,179 592,168,988  

  経済部門 32,973,843 23,478,800 1,430,400 10,250,000 68,133,043  

  支援部門 7,679,747 17,038,155 37,805,777 51,362,000 113,885,679  

注：地方自治体の事業費は経常部門とは別の事業部門から支出される。ただし経常部門と事業部門は相互に独立したものでは
なく経常部門の黒字分が事業部門に繰り入れられる。事業部門に繰り入れられた経常部門の黒字分と国からの補助金な
ど、その他の収入を加えた合計額が事業予算となる。 

出所：Collectivités locale en chiffres, Edition 2009, Ministère de l’Intérieure, Direction générale des collectivités locales 

 

表２－８ メクネス・タフィラレット州の歳入歳出 

（単位：Dh） 

 2010 年 2011 年 2012 年  

経常部門収入合計 60,280,081.53 59,242,866.59 61,000,000.00  

 法人税 22,355,162.08 20,332,814.34 20,600,000.00 地方交付税 

 

 

 所得税 16,167,268.20 19,535,449.07 20,600,000.00

 その他 34,194,720.65 5,731,427.59 8,050,000.00

 狩猟税 2,360,091.75 4,549,200.00 3,050,000.00

県・コミューンからの付け替

え 

 

 コミューン 

 事務手数料等収入 
3,634,953.52 4,682,983.72 5,225,000.00

 鉱山開発税 0 1,292,260.00 900,000.00

 採石場開発税 2,053,597.24 1,183,764.97 1,000,000.00

 地図・文書販売収入 0 0 10,000.00 州独自収入 

 

 

 預入金利息 1,496,963.31 1,261,949.01 1,330,000.00

 その他収入 372,486.86 673,017.89 235,000.00

経常部門支出合計 54,092,044.62 56,225,484.65  

収 支 6,188,036.91 3,017,381.94  

事業資金へ充当 6,188,036.91 3,017,381.94  

出所：収集資料を基に作成 

 

５）州による開発事業 

メクネス・タフィラレット州を例にとると、開発事業（2007 年から 2010 年）の分野

別内訳は全 110 件のうち、全体の約 27％が道路整備、続いて約 25％が屋内ホール・スポー

ツ施設等の建設、約 22％が飲料水供給施設の整備となっている。2009 年にメクネス・タ

フィラレット州にミデルト県が新設されて以降、ミデルト県のインフラ・公共施設整備

に関連する事業が増えている。事業の財源には州の事業予算のほか、INDH による支援、
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コミューン開発基金（Fonds d’Équipement Communal：FEC）からの借入金が使われてい

る。 

 

表２－９ メクネス・タフィラレット州による事業 

（単位：Dh） 

年 案件数 分野別案件数 支出額 

2007 34 上水：15、下水：0、道路：7、橋梁：1、スポーツ・文

化：10、その他：1 

29,685,924.19

2008 18 上水：2、道路：5、防災：1、スポーツ・文化：8、農

業：1、保健：1 

22,436,717.15

2009 19 上水：4、下水：2、道路：5、防災：2、スポーツ・文

化：3、保健：3、教育：1、 

15,052,416.32

2010 16 上水：2、下水：1、道路：5、スポーツ・文化：3、保

健：2、教育：1、その他：2 

13,363,506.14

2011 23 上水：1、下水：3、道路：8、橋梁：1、防災：1、スポー

ツ・文化：3、保健：4、教育：1、その他：1 

11,406,217.89

計 110 上水：24、下水：6、道路：30、橋梁：2、防災：4、ス

ポーツ・文化：27、農業：1、保健：10、教育：2、そ

の他：4 

91,944,781.69

出所：収集資料を基に作成 

 

（６）県の権限と体制 

2004 年に施行された県の組織に関する法律は、県（Province 及び Préfecture）の行政単位

としての法的基盤を明らかにし、県議会、県知事の役割と権限、行政手続きの根拠として

準拠すべき項目を成文化している。また、県の組織に関する法律によると複数の県にまた

がる共同事業の運営・実施方法については、内務省の承認により地方自治体のグループ化

による事業運営体を設立することができると規定されている。併せて、共同事業実施のた

めの組織の役員会の構成、役割についても定められている。 

 

１）権限 

県議会は県議会での審議を通じて県内の地方自治体の権限を尊重しつつ、県の経済

的・社会的・文化的発展のための施策を講じる。県議会は、県議会固有の権限、国家か

らの委任権限、国家またはその他の公共法人に帰属する権限に関して、県の利益にかか

わる事項について国、州に提案・提言を行い、意見を伝達する権限を有する。現行の法

令の範囲内で県議会が行使する権限は以下のとおりである。 

 

① 県固有の権限 

- 国家の方針にのっとった県経済社会開発計画の検討 

- 予算審議、決算報告の審議・承認 
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- 特別口座の開設決定 

- 現行法の枠内での税率、公共サービスの使用料・税金の適用基準・料率・規定の

決定 

- 借入・保障契約への同意決定 

- 事業・開発計画の決定 

- 経済開発地区の開設・整備・事業化に代表される投資促進のための施策の実施 

- 国家の方針にのっとった雇用促進策の実施 

- 国家、州、複数の村落コミューンとの協働による農村開発振興、村落開発事業を

支援する施策の実施 

- 公共企業体の設立・参加方針の決定 

- 県による公共サービスの実施・管理方法の決定 

- 県道建設・管理への参画 

- コミューン間を結ぶ公共交通サービスの導入・管理方法の決定 

- 県歴史資産の保存・修復 

- 取得、譲渡、貸借等、民間取引に関する裁定 

- 公有地の一時占有、管理決定 

- 都市部、村落部における住宅整備、都市再開発事業への貢献 

- 自然・歴史・文化・芸術資産の保全・修復 

- 環境保全 

- スポーツ・文化・社会活動の振興に必要な施策の実施 

- 社会的連帯事業の実施、人道的活動への参加 

- 経済社会発展の促進に資する協力・パートナー協定への同意決定 

- 姉妹都市協定の検討・承認 

 

② 国家からの委任権限 

- 中学校、高等学校などの建設、管理 

- 病院、保健センターの建設、管理 

- 職業訓練 

- 地方自治体職員、地方議員の研修 

- 県のインフラ・機材整備、開発事業 

 

上記の委任権限の実施には、事業の実施に相応する予算措置をはじめとする財源の

移譲が伴うものとされる。 

 

③ 県による提案・提言、意見の伝達 

- 県の開発促進のため実施される事業が県の権限、既存の実施能力を超えると認め

られる場合、国、州、及び公社に対して支援を申し出ることができる。 

- 国、州によって提案された土地整備・都市計画に関する協議 

- 投資・雇用促進、環境改善計画に関する施策の提言 

県議会では開発案件の推進についても審議されるが、案件の採択実施について最終
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的な判断は県知事が行う。県議会の議員はコミューン議会議員、職業団体代表から構

成されており、エルラシディア県の場合には 29 名のコミューン議長のうち 15 名が県

議会議員として選出されている。 

 

２）県知事 

県知事は（Gouverneur）地方自治体財政法（Loi n°45-08）上の命令執行役である。県

知事は、県議会の議決にのっとって以下の事項を実行する。 

- 予算の執行、及び決算報告の作成 

- 当該分野の関連法規に基づいて税金、権利使用料を定める条例（arrêtté）の発布 

- 工事契約、サービス提供契約の締結 

- 県所有物品の保全・管理 

- 賃貸・売買・取得・交換等、民間での物品取引に関する証明書の発行 

- 県所有の公有地管理に対する措置 

- 県に対する贈与・遺贈の取得 

- 姉妹都市協定の締結 

 

３）県の行政機構 

県の行政は、県庁で行っている。また、県庁の中央レベルでの所轄官庁は内務省自治

総局（DGCL）である。 

一方で、県には各省庁から出先機関が置かれており、それぞれの分野の事業を担って

いる。エルラシディア県における行政の仕組みを図２－８、図２－９に示す。県と省庁

出先機関、公的機関（タフィラレット農業開発公社、タフィラレット・オアシス開発計

画など）との県内の開発事業に関する協議・調整の場としてエルラシディア県事務総長

（県副知事）が委員長を務める県技術委員会（Comité Technique Provincial）が設置され

ている。 
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図２－８ エルラシディア県行政組織 

 

 
出所：聞き取り調査を基に作成 

図２－９ 県レベルの行政の仕組み 
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（７）コミューンの権限と体制 

コミューン憲章（Loi n˚78-00 Charte Commnale、法律 78-00 号）は、地方自治体行政に関

する法的根拠として定められているものであり、2002 年に施行され 2009 年には地方分権

化の流れを受けて改定が行われた。この中で市民参加によるコミューン開発計画の策定と

コミューン開発計画に沿った地方開発を推進することを方向性として打ち出し、コミュー

ン開発計画の策定が明文化された。この改定により地方分権化の方向性が示され、地方自

治体としてのコミューン強化の考え方が導入された。コミューン憲章では地方自治体とし

てのコミューンの法的基盤を明らかにし、コミューン議会の機能、役割について農村コ

ミューン、都市コミューンに分けて詳細に規定している。地方開発政策の実施に関する手

続きの根拠として準拠すべき項目が法文化されたものである。各コミューンはコミューン

開発計画を策定し、コミューン議会による承認を経て、これを実施することとしている（コ

ミューン憲章第４章）。また、コミューン憲章第２章では、複数のコミューンによる共同

事業の実施方法について、内務省の承認を得て実施のための事業運営体を組織することが

できると規定している。事業運営体の役員会の構成、役割についても規定されている。 

 

１）コミューンの権限 

コミューン議会は、コミューンの経済・社会・文化的発展に貢献する施策を実施する。

コミューン議会の権限は、①経済・社会発展（この中でコミューンの開発につながる活

動を記載した 6 年計画のコミューン開発計画を策定することを規定）、②財政・税務・コ

ミューン所有物（予算審議、決算報告の議決、税率の設定など）、③都市計画・土地開発、

④公共サービス・公共施設整備、⑤保健・衛生・環境、⑥社会・文化活動、⑦地方自治

体・市民団体などとの協力関係、にある。コミューン憲章ではコミューンが独自に実施

する公共サービス業務について規定しており、コミューン議会による承認を経てコ

ミューンが実施を推進する公共サービスは以下のとおりである。 

 

＜基礎インフラ事業＞ 

・飲料水供給・配水 

・配電 

・下水 

・家庭廃棄物の収集・運搬・埋め立て 

・街燈の設置 

・都市部の公共交通 

・交通、道路維持管理、信号機の設置、駐車場管理 

・傷病者搬送 

・屠殺、精肉、及び魚の運搬 

・墓地・葬儀管理 

 

＜衛生環境事業＞ 

・海岸、河川、森林、自然保護区の廃棄物対策 

・飲料水、水浴場の水質保全 
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・排水処理 

・感染症対策 

・環境汚染・公害対策 

 

＜文化・社会＞ 

・公民館、青年会館、女性会館、公会堂、公園、レジャー施設 

・文化会館、図書館、美術館、劇場、音楽ホール、保育所、児童公園 

・スポーツ施設、球場、屋内体育館、プール、自転車競技場 

 

現行のコミューン憲章では、以下の項目について国からコミューンへ権限移譲が可能

であることが規定されている。 

・基礎教育、学校の運営、保健所、診療所 

・コミューン内にある自然公園の植林、運営管理 

・小中規模水力発電施設設置、維持管理 

・職業訓練、職業教育施設 

・コミューン議員、職員の研修 

・コミューン内インフラ、設備 

 

コミューンで行う水供給、電気、交通などの公共サービスの実施にはコミューンと国、

地方自治体の間で主に補助金の形式で資金負担の分担を行う。これら公共サービスの実

施責任の移譲については、法に基づいた契約の形式で行われ、役割の分担と予算配分が

行われる。 

 

＜コミューンによる提案・提言、意見の伝達＞ 

- コミューンの開発促進のため実施される事業がコミューンの権限、既存の実施能力

を超えると認められる場合、行政（県）、及び公共事業体（電気・水道公社など）

に対して支援を申し出ることができる。 

- 国・その他の地方自治体・公共事業体によってコミューン内で実施される事業の事

前の通知 

- 国・その他の地方自治体・公共事業によってコミューン内で行われる事業に対する

意見の伝達 

- 土地整備・都市計画に関する協議 

 

２）コミューン長 

コミューン長（Président de commune）は直接選挙により選出されたコミューン議員か

ら選出される。コミューン長は地方自治体財政法（Loi n°45-08）上の命令執行役である。

コミューン長はコミューン議会の議長を務める。コミューン議会の議決にのっとってコ

ミューン長は以下の事項を実施する。 

- 予算の執行、及び決算報告の作成 

- 当該分野の関連法規に基づいて税金、権利使用料の決定 
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- コミューン議会の決定の範囲内で借入契約の締結・実施 

- 工事契約、サービス提供契約の締結 

- 賃貸借契約の締結・見直し 

- コミューン所有物品の保全・管理 

- 賃貸・売買・取得・交換など、民間での物品取引に関する証明書の発行 

- コミューン所有の公有地管理 

- コミューンに対する贈与・遺贈の取得 

- 姉妹都市協定の締結 

 

３）コミューンの行政機構 

コミューンの行政機構はコミューン長を筆頭にコミューン事務総長（Secrétaire 

général）、以下、行政サービス担当部署により構成され、内務省政令（arrêtté）による基

準に基づいてコミューン長による条例により決定される。コミューンの行政組織は以下

のとおりである。事務総長はコミューン議長によりコミューン職員またはその他の行政

職員から選出され、決定の後、内務省の承認を受ける。 

 

 
出所：収集資料を基に作成 

図２－10 コミューンの行政組織 

 

４）コミューンの財政 

コミューンの財政収支は、経常部門（Fonctionnement）と事業部門（Equipement）に分

けられる。これらは相互に独立したものではなく経常部門の黒字分が事業部門に繰り入

れられる構造となっており、これは州、県の財政と同様である。モロッコの地方自治体

の歳出規模は、2006 年の統計で経常部門、事業部門合計で約 140 億 64 百万 Dh である。

モロッコ全土の農村コミューンの歳出合計額は経常部門と事業部門の合計で約 2,802 百

万 Dh であり、地方自治体の全歳出に占める割合は約 20％である（州約 3％、県約 15％、

都市コミューン約 62％）。 
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コミューンの収入源はコミューンの独自財源である公共サービスに対する手数料収

入等、及び国から地方交付税として交付される付加価値税の一部から構成されている。

経常部門収入に占めるコミューン独自収入の割合は 5％から 10％程度となっている。エ

ルラシディア県の 5 つの農村コミューンの財政収支は以下のとおりである。 

 

    表２－10 コミューンの財政収支（2009 年） 

（単位：Dh） 

コミュー

ン 

経常部門 事業部門 

A B C=A+B D E=C-D E=F G H=F+G

付加価値

税 
独自 
収入 

経常費 
歳入 

経常費 
支出 

経常収支

事業費 
（経常費

付替） 

事業費

（政府交

付金） 

事業費

収入 

アメラグ 1,983,000 125,000 2,108,000 1,798,000 310,000 310,000 381,000 691,000

グラマ 3,261,000 339,000 3,600,000 3,600,000 0 0 438,000 438,000

グリス・ 
ウルイ 

3,099,000 161,000 3,260,000 2,460,000 800,000 800,000 1,050,000 1,850,000

ウエド・ 
ナム 

2,233,000 137,000 2,370,000 2,207,000 163,000 163,000 253,000 416,000

シディ・ 
アリ 

1,580,000 154,000 1,734,000 1,454,000 280,000 280,000 360,000 640,000

 

５）コミューンによる開発事業 

① コミューンにおける事業の実施体制 

コミューンにおけるコミューン開発計画（PCD）の策定・実施ではコミューンが主

体的な役割を果たすが、内務省地方自治総局（DGCL）によるコミューン開発計画ガ

イドでは、関係機関としてコミューン技術チーム（Equipe Technique Communale：ETC）、

コミューン参加型組織委員会（Comité de la Commune pour l’Organisation Participative：

CCPP）、コミューン議員、アソシエーション・協同組合などの住民団体が挙げられて

いる。このうち、ETC はコミューン開発計画策定のためコミューン事務総長により任

命され、PCD が策定された後は計画の実施を促進する。ETC は PCD 策定を技術的な

観点から支援する目的で各コミューンに設置された。コミューン参加型組織委員会は

コミューン開発計画策定の各段階において参加型手法でワークショップの実施を促

進する。 

 

     表２－11 コミューンレベルのコミューン開発計画関係機関 

関係機関 構成 コミューン開発計画との関係 

コミューン

関係者 

コミューン長、コミュー

ン議員、コミューン職員

コミューン議会議長はコミューン参加型組織委

員会の委員長を務め、参加型手法による協議を促

進する。コミューン事務総長はコミューン技術

チーム（ETC）を統括し、コミューン開発計画

（PCD）の策定を主導する。 
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ETC コミューン職員、省庁出

先機関職員、アソシエー

ションメンバー等 

ETC はコミューン事務総長により任命され PCD

の策定を行う。PCD 策定後はその実施を促進す

る。また、PCD の改定を行いコミューン議会の承

認を受ける。人数の目安は 5 名から 7 名で、必ず

女性を含める。 

コミューン

参加型組織

委員会 

コミューン長、コミュー

ン職員、コミューン議

員、クサール（コミュー

ン内の集落）代表 

PCD 策定の各段階において参加型手法でワーク

ショップの実施を促進する。委員会の人数は 15

名から 30 名程度とし、重要事項は 25 名から 40

名の参加者による承認を行う。 

コミューン

議会 

コミューン議員 PCDに関する最終決裁権者。PCDの策定開始、ETC

による分析結果、PCD 草案の承認を行う。 

コミューン

の地域団体 

アソシエーション、協働

組合等 

コミューンと協働で PCD の策定を行う。ETC、コ

ミューン参加型組織委員会に活動的な地域団体

が加わることが望ましい。 

出所：収集資料を基に作成 

 

② コミューンによる開発事業の実施状況 

2009 年から開始された PCD は、開発調査支援による 5 つのコミューンのほか、24

のコミューンは社会開発公社（Agence de Développement Social：ADS）の主導で策定

作業が終了した。すべてのコミューンでの議会承認がなされている。一方、最終成果

品として印刷された文書の配布が ADS から業務委託を受けたコンサルタントに課さ

れていたが、2012 年 12 月までに最終成果品の印刷文書が配布されたコミューンは数

カ所にとどまっており、コミューン側での混乱を招いている。 

詳細計画策定調査ではエルラシディア県下の 5つのコミューンの PCDの実施状況に

ついて調査した。 

 

     表２－12 コミューンにおけるコミューン開発計画の実施状況 

コミューン名 都市・村

落の別 
支援機関 印刷文書 PCD 案件

進捗状況
PCD 以外の開発計画 

Goulmima 都市 ADS 支援 無 進捗有 有 La Mise à Niveau

（INDH による地方のレ

ベルアップ） 

Tinejdad 都市 ADS 支援 有 進捗有 無 

Erfoud 都市 ADS 支援 無（独自に

印刷は有）

進捗有 無 

Rissani Rural 村落 ADS 支援 無 進捗有 無 

Ghris Al Ouloui 村落 JICA 支援 有 進捗有 無 

出所：聞き取り調査に基づき作成 
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コミューンでは、PCD にすべての開発計画が集約され、コミューンの開発行政は、

PCD を中心に実施することとされているが、2011 年から INDH のプログラムのひとつ

として、基礎インフラ整備格差解消のために、地方部における基礎インフラ整備の向

上を図る La Mise à Niveau（地方のレベルアップ）プロジェクトが開始された。INDH

フェーズⅡの新規支援プログラムとして実施が進められているこのプログラムでは、

地方部の基礎インフラを全般的に底上げし全国レベルでの基礎インフラの整備状況

を均等化するねらいで、下水や電気、道路整備など、比較的規模の大きい工事につい

て予算を付けている。一方、PCD で優先順位を付けている案件は、住民の意見を基に

策定された計画であり、必ずしも予算の確約があるわけではない。 

INDH による La Mise à Niveau の開始は PCD 策定時には想定されていなかったため、

PCD の策定後に La Mise à Niveau を念頭に置いた事業の計画策定が開始されたコ

ミューンでは、PCD にその計画含めることができなかった。このため、こうしたコ

ミューンでは、La Mise à Niveau は基礎インフラ、PCD は収入創出活動、市場整備、

基礎生活分野、文化・スポーツ施設、機材調達などの支援と対象分野を分けて、事業

が重複しないかたちで別途開発計画を策定し、両者を補完的な計画と位置づけ地域開

発を実施している。また、PCD の策定作業とこの La Mise à Niveau プロジェクトの計

画策定作業が同時期に行われたコミューンでは、すべての計画が PCD の中に組み込ま

れ、予算源として INDH を想定した計画が策定されている。 

 

２－１－３ エルラシディア県開発行政の現状 

県におけるコミューン開発計画（PCD）策定・実施支援には、開発計画の策定・実施支援を

担当する開発計画推進・調整室（CPDC）、コミューンの行政を担当する地方自治部（Division des 

collectivités locales）、INDH 実施において県人間開発委員会（CPDH）の事務局としての機能を

有する社会事業部（DAS）など、複数の部局がかかわっている。県開発計画の策定・実施、コ

ミューン開発計画（PCD）の策定・実施支援に対する県議会、省庁出先機関を含めた関係機関

の調整を県技術委員会（CTP）が行う。CTP は、事務総長（県副知事 Secrétqire général）が委員

長を務め、県知事（Gouverneur）、県庁各部長、省庁出先機関代表、県議会議員代表、コミュー

ン長（コミューン議会議長と同一）により構成される。 

 

 表２－13 県レベルの開発事業・県開発計画・コミューン開発計画関係機関 

関係機関 構成 コミューン開発計画との関係 

県技術委員会 知事、事務総長、県庁

部局長、省庁出先機関

代表、コミューン長 

コミューン開発計画では、内務省地方自治局によるコミュー

ン開発計画ガイドにより県人間開発委員会に代わり、県技術

委員会が県レベルでの包括的な調整機関とされた。 

県庁部局 開発計画調整・推進

室、地方自治部、社会

事業部ほか 

開発計画推進・調整室のほか、コミューン行政担当部署の地

方自治部、INDH 県人間開発委員会事務局の社会事業部、そ

の他技術部局 

省庁出先機関 関係省庁出先機関 各省による事業と県、コミューンによる事業との調整、及び

コミューンによる事業への技術支援 

県議会 県議会はコミューン

議会議員により構成 

県議会議員はコミューン議会議員により構成される。県によ

る事業の実施、コミューンをまたぐ広域案件実施の調整。 

出所：収集資料を基に作成 
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（１）エルラシディア県庁 

県庁の職員は、エルラシディア県全体でコミューンへの出向者等も含めると、現在 580

名程度の職員が雇用されている。そのうち県庁舎に勤務している職員は 200 名程度である。 

県庁には 9 部署を置くことが政令で定められており、エルラシディア県を含むすべての

県に以下の①～⑨の部署が置かれている。農村開発に関連する部署は、地方自治部（Division 

des collectivités locales）、社会事業部（Division des actions sociales）、財務・調達部（Division 

du budget et des marchés）、農村事業部（Division des affaires rurales）などである。このうち、

地方自治部には、JICA 開発調査時に設立された「開発計画推進・調整室（CPDC）」が設置

されている。 

なお、農村開発に関係する地方自治部、社会事業部、財務・調達部、農村事業部の業務

内容については、①から④で詳述する。 

 

① 地方自治部（Division des collectivités locales） 

地方自治部は、県内の 29 コミューンの議会運営、コミューンの予算管理・行政事務・

公共事業投資に係る行政手続き支援、公共施設の管理、中央省庁や開発プログラム、省

庁・公社出先機関（電気・水道公社、設備・運輸、保健等）や政府の開発支援プログラ

ム（タフィラレット・オアシス地域持続的開発プログラム、INDH）、その他開発パート

ナーから支援を受ける際の窓口、衛生管理、土地行政、コミューン役場の職員人事など、

県からコミューンに対する地方行政支援の多くを担っており、約 20 名の職員体制で業務

を実施している。 

なお、コミューン開発計画（PCD）の策定支援は地方自治部の業務であったが、エル

ラシディア県においては後述する開発計画推進・調整室（CPDC）が設置されたため、

地方自治部の業務から切り離され、CPDC に業務の移管がなされた。地方自治部には、7

つの課・室が設置されており、コミューンの支援を主業務として執り行っているのは、

地方財政・コミューン人事課（Service des finances locales et du personnel communaux）、地

方議員課（Service des conseils élus）、及び管財・計画課（Bureau du patrimoine de l’équipement 

et de programmation）となっている。 

 

 
出所：聞き取り調査を基に作成 

図２－11 地方自治部組織図 
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＜地方財政・コミューン人事課＞ 

・コミューンの財務及び行政の支援業務 

・コミューンの予算の照査、承認 

・事業費借り入れの承認（コミューン事業基金からの借り入れ） 

・財務統計処理 

・財務四半期報告の監理 

・コミューン役場の人事、人事情報管理、雇用、退職関連業務、異動等発令 

 

＜地方議員課＞ 

・コミューン議会の運営事務局支援 

・コミューン議会の議事録照査、通達 

・コミューン議会議事次第の精査 

・コミューンの法務支援 

・コミューン議会活動四半期報告作成 

・公共施設運営事務 

・公共施設、事業実施調査 

・贈与・遺贈調査 

・コミューン議会会期管理（欠席、休日など） 

・衛生管理 

・機材・公共施設課管理 

・不動産書類管理 

・法務官・弁護士契約管理 

・電気・水道公社契約管理 

・その他公共施設管理契約 

・市街地公共交通 

 

② 社会事業部（Division des actions sociales） 

2005 年の通達（la circulaire n°5278）により、「社会事業部は、人的開発と社会事業の

推進のため、県の発展に寄与する研修、教育、能力向上などの事業を担当するほか、人

間開発にかかる国家イニシアティブ（INDH）関連の業務を担う」と規定された。また、

県における INDH の意思決定機関である県人間開発委員会（CPDH）の事務局として機

能し、支援案件の選定に関するアドバイス業務、中央政府の INDH 事務局への報告、連

絡、INDH からの支援資金の管理を担当する。そのほか、モニタリング及び評価のため

に、人間開発指数を算出に必要なデータ収集、整理、分析を行う。 

 

③ 財務・調達部（Division du budget et des marchés） 

財務・調達部は、県の財政管理、及び、事業における調達及び入札監理業務を行って

いる。エルラシディア県では約 25 名の職員が在籍している。主な業務は次のとおりであ

る。 
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＜予算管理業務＞ 

・予算計画資料作成、予算管理 

・資産調整（職員給与や経費の調整） 

・出入金管理、財務諸表作成 

・決算書の作成 

 

＜交付金管理＞ 

・中央政府からの交付金管理（INDH 関連予算含む） 

・事業に関する出入金管理、実行予算管理 

・決算書の作成 

 

＜人事関連業務＞ 

・県庁職員人事、人事情報管理、雇用、退職関連業務、異動等の発令 

・職員研修 

・休日、勤務管理 

 

＜入札管理業務＞ 

・事業の設計調査が終了、予算措置のある案件についての入札業務（公示、入札、入

札評価、承認） 

 

④ 農村事業部（Division des affaires rurales） 

モロッコでは、1919 年に土地の所有権が慣習法から近代法に変更され、伝統的村落、

及び伝統的村落の長の所有権がコミューンをはじめとする地方自治体へと移管され

た。しかしながら、記録等が残っていないため多くの土地所有権について不明確な部

分が多く、コミューン内の公共事業の実施や土地区画の整備、農地開発の障害となっ

ている。農村事業部の主要な業務は、土地所有に関する行政事務である。 

・農村部の土地所有権に関連する業務 

- 登記手続き、登記簿管理 

- 区画整理、所有権確認・調整 

- 土地収用、農地整理 

・農村部の開発（道路・電化・学校・保健所・女性会館・学生寮など） 

・農村部の事業調整 

 

⑤ 都市計画・環境部（Division de l’urbanisme et l’environnement） 

・都市部の開発 

・都市環境事業の調整 

 

⑥ 経済・調整部（Division des affaires économiques et de la coordination） 

・経済状況分析、経済政策、産業振興、規制 

・事業者等との調整・支援窓口 
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・新規事業の誘致、投資環境整備 

 

⑦ 内務部（Division des affaires intérieures） 

・調査、文書管理 

・総務、保安、公安 

・公共規則条例 

・移民管理・パスポート発行 

・職員事業 

・選挙管理 

 

⑧ 事業部（Division des équipements） 

・技術調査管理 

・施設・インフラ整備 

 

⑨ 協力部（Division de la coopération） 

・協力・パートナーシップ関連業務 

・監査・モニタリング 

 

（２）開発政策推進・調整室（CPDC）の新設 

CPDC は、開発調査「エルラシディア県農村地域開発計画調査」の実施中、JICA 調査団

と県知事をはじめとする県側との協議に基づき、2011 年 7 月、モロッコで初めて開発計画

の策定、実施推進、調整業務を専任で行う部署として設置された。CPDC は地方自治部傘

下に置かれ、県農村地域開発計画（将来的には県開発計画）の策定、実施、モニタリング、

及びコミューン開発計画の策定・実施支援を行うとともに、関係者の能力強化を担う組織

として、専従職員 5 名が配属された。 

2012 年 12 月及び 2013 年 6 月の技術協力プロジェクト詳細計画策定調査実施時点におい

て、職員 5 名のうち 2 名が異動等により職を離れ、3 名での実施体制となっている。業務

上の事案については直接、事務総長（副知事）から承認・決裁を得ている。通常業務とし

てはコミューンでの案件実施に際する調整、コミューン開発計画（PCD）で策定した計画

の進捗状況の管理を実施している。開発調査時に合意された CPDC の業務分掌は以下のと

おりである。開発調査で策定支援を行った県農村開発計画は県議会の承認を得たものの、

2012 年、2013 年については県の予算のすべてが通常経費に使用され、事業予算は計上さ

れなかったため、実施には移されていない。 
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   表２－14 開発計画推進・調整室（CPDC）の所掌業務 

・参加型アプローチによる県農村地域開発計画案、県開発計画案の策定 

・県農村地域開発計画、県開発計画アクションプラン案の策定 

・コミューン、県技術委員会、及びその他関係者との連絡・調整 

・コミューン開発計画（PCD）策定・実施支援 

・PCD のフォローアップ、モニタリング 

・コミューン技術チーム（ETC）への技術的支援を通じたフォローアップ 

・コミューンと県の連携促進 

・研修計画のフォローアップとモニタリングの実施、及び結果の関係者への報告 

・PCD 策定関係者への継続的な研修計画の策定・実施 

・ローカルアクター（アソシエーション、協同組合等）のキャパシティ・デベロップメ

ント 

・情報・統計サービス 

・コミューン情報システム導入促進に向けたコミューンに対するフォローアップ、国・

県・コミューンに対する情報共有の促進 

・県レベルにおける各種統計の管理、県ウェブサイトの作成・管理 

出所：収集資料を基に作成 

 

（３）エルラシディア県の財政 

県の歳入は県独自の財源と国庫からの交付金によって構成されている。2012 年の場合、

国庫からの交付金はすべて県の事務経費（光熱費、事務用品、機材維持費、人件費等）に

支出された。 

県独自の財源の内訳は表２－15 のとおりである。 

 

表２－15 県独自財源の内訳 

財源項目 内訳 

一般事務 行政手数料、印税等 

公共サービス 配水、電気、救急車等使用料 

技術サービス 地方税、土地税、ごみ収集 

商業サービス 市場・商業・販売税、屠殺場税、博物館税 

補助金 国庫補助金、助成金 
出所：エルラシディア県 

 

県の歳入は、県内の税収や行政事務手数料からの県独自の収入のほか、国から地方交付

税として交付される付加価値税、特定用途に補助される国からの交付金がある。他の地方

自治体と同様に県の財政収支は、経常部門（Fonctionnement）と事業部門（Equipement）に

分けられる。これらは相互に独立したものではなく経常部門の黒字分が事業部門に繰り入

れられる構造となっている。経常部門の主な支出は、職員の給与、県の運営・事務経費で

あり、残りの予算を事業部門（開発投資）に回している。県財政の 98％が国からの地方交

付税、補助金、交付金で賄われ、2％程度が県内で徴収される税金などの収入となってい

る。2012 年、2013 年については、経常部門の予算のすべてが行政運営及び職員給与に使
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われ、開発投資に計上できる予算がなかったため、開発事業の実績はない。2005 年から

2012 年までのエルラシディア県の予算は、以下のとおりである。 

 

   表２－16 エルラシディア県財政収支 

（単位：Dh） 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 備考 

経常部門歳入合計 48,745,200 
.00 

53,858,000
.00

62,314,000
.00

55,527,700
.00

52,238,900 
.00 

51,749,200 
.00 

 

 付加価値税   49,613,000 
.00 

地方 
交付税

 その他収入   2,136,200 
.00 

 

経常部門支出合計 48,745,200 
.00 

50,428,000
.00

53,197,000
.00

 51,749,200 
.00 

 

 人件費 37,102,653 
.00 

38,913,700
.00

41,493,426
.00

 47,609,264 
.00 

 

 その他支出 11,642,547 
.00 

11,514,300
.00

11,703,574
.00

 4,139,936 
.00 

 

収 支 0 3,430,300
.00

9,117,000
.00

 0  

事業部門へ充当 0 3,430,300
.00

9,117,000
.00

 0  

出所：エルラシディア県財務・調達部、地方自治部からの収集資料を基に作成 

 

2012 年は歳出の約 92％は人件費で占められており、その他事務経費及び借入金の利子

返済などで 8％が支出され、事業予算に計上された予算はなかった。このほか、INDH から

は、2012 年予算として県全体で 3,400 万 Dh がプロジェクト予算として承認、支出された。

これらの予算は、県の一般予算には含まれていない。県内の公共事業実施状況（2008～2012

年）は下記のとおりである。 

 

   表２－17 エルラシディア県公共事業実施状況（2008～2012 年） 

（単位：Dh） 

年 案件数 主要案件 主な財源 総額 

2008 23 下水整備、コミューン集会所建設、道路建設

用地質調査、ハッターラ9改修 
県事業予算･ 
INDH･州･ 
DRI-MVB 

17,496,551.92

2009 54 コミューン集会所建設、ハッターラ改修、公

共水栓、保育所整備、図書館建設、学校での

環境保全措置 

県事業予算･ 
INDH･ 
DRI-MVB 

32,417,857.08

2010 32 精神病院空調設備、調理場設備、学校増築、

ハッターラ改修、診療所整備、学校保護壁建

設、救急車調達 

県事業予算･ 
INDH･ 
DRI-MVB 

15,170,251.24

                                                        
9 モロッコ南部に見られる地下水路を利用した伝統的灌漑施設 
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2011 20 井戸、配水網建設、学校保護壁建設、医療機

材調達、ハッターラ改修、給水車購入、道路

整備、灌漑路整備 

県事業･予算・

INDH 
11,212,825.58

計 129   76,297,485.82

出所：県庁提出資料を基に作成 

 

２－１－４ 省庁県事務局、社会開発公社、農業開発公社等の県開発行政における役割 

（１）省庁県出先機関 

各省庁は、それぞれ県に支局を置き、省によっては更にコミューンに分所を設置し地方

における各分野の行政サービスと開発事業を実施している。省庁出先機関は、県の開発事

業の実施について、県技術委員会（CTP）や県人間開発委員会（CPDH）など県内の事業を

調整する委員会で協議・調整を行っている。保健省、及び設備・運輸省のエルラシディア

県での活動状況は以下のとおりである。 

 

① エルラシディア県保健局 

保健省では、5 年ごとに中期計画を策定し事業を実施している。中期計画は 2008-2012

期から策定が開始され、引き続き 2012-2016 期の５カ年計画が実施されている。保健省

以外からは INDH、JICA（青年海外協力隊）、中国（医師派遣）、アメリカ（ピースコー

ボランティア）、エルラシディア大学、設備・運輸省、エネルギー・鉱山・水・環境省、

電気・水道公社、国民教育省、農業・海洋漁業省、青年・スポーツ省、オアシス開発公

社などの協力を得て、保健事業を実施している。 

県の事業との関連では、県庁や他の関係機関との事業調整、情報共有を CTP、及び

CPDH で行う。県予算で実施される開発事業は、予算のうち県の経常部門予算に余剰金

が生じた場合、県知事の判断により実施が決定されるが、近年では保健関連事業は主に

INDH との連携が多く、2008 年から 2012 年は県予算では実施されていない。 

県予算での事業実施に保健省との連携が必要な場合には、適宜双方の協力を得ながら

進める。 

 

表２－18 エルラシディア県公立医療機関人員状況 

医師     

専門医 一般医 計 歯科医 薬剤師 医療技師 

36 49 84 7 4 513

出所：聞き取り調査を基に作成 

 



－46－ 

 
出所：聞き取り調査を基に作成 

図２－12 エルラシディア県保健局組織図 

 

表２－19 エルラシディア県保健局予算 

（単位：Dh） 

 2011 年 2012 年 

開発投資 5,200 万 6,400 万 

運営費 210 万 240 万 

出所：聞き取り調査を基に作成 

 

② エルラシディア県設備・運輸局 

運輸セクターでは、2011～2015 年の５カ年計画を策定、主に農村部における道路整備

を推進している。特に、2012 年は基礎インフラ整備の「地方のレベルアップ」（La Mise 

à niveau）関連の事業が実施され、道路整備への投資が積極的に行われている。土木イン

フラ事業では、基本設計、詳細設計、入札図書、入札、施工監理を進める必要があり、

設備・運輸局はこれらを行政側として監理していく役割を担っている。運輸局は La Mise 

à niveau で予算が配賦された事業を公共事業として実施し技術・行政面からコミューン

への支援と監理を担当する。また、設備・運輸局は、県内すべての道路についての情報

を集約する業務も担当している。事業費は、運輸省 24%、農業･海洋漁業省 8%、内務省

68%の割合で分担している。 

 

表２－20 La Mise à niveau において計画されている事業 

事業 数 事業費計 

橋梁 6 カ所 109.8 百万 Dh 

（うち設備・運輸省分担分：26.35 百万 Dh） 農村・地方道路 104.5km

出所：聞き取り調査を基に作成 

 

  

保健省支所

県総合病院
県インフラ整備・救

急課

医療サポートセンター

:呼吸器科、妊産婦
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表２－21 エルラシディア設備・運輸局 2012 年入札済事業 

（単位：千 Dh） 

事業 落札価格 

Zrigat 道路 0.5km 2,175 

Lahouassi 道路 5.736km 4,465 

Melaab-Mcessi 道路 30km 15,385 

6 道路設計 593 

事前調査 300 

計 22,918 

出所：聞き取り調査を基に作成 

 

（２）社会開発公社（ADS） 

ADS は、連帯・女性・家族・社会開発省の管轄下の公的機関であり、2001 年に社会開発

事業の実施機関として設立され、貧困削減、及び社会開発のための業務を行っている。次

の 6 つの分野を中心に業務を実施している。 

・地域開発人材の能力強化：地方自治体、アソシエーション、協同組合などの能力強化 

・収入向上活動：工芸、サービス業など小規模ビジネス、農業、畜産活動の推進による

収入向上支援 

・都市部の貧困対策：基礎インフラの整備、青少年教育、文化社会スポーツ活動の推進 

・社会保障対策：教育・保健・障害者支援 

・公正な社会推進：女性への暴力対策、就業支援、女性議員の活動促進 

・環境保全対策：コミューン開発計画に地域の環境保全対策を組み込み推奨、環境教育

の推進 

 

ADS は、コミューン開発計画（PCD）では策定業務を支援した。エルラシディア県では、

コミューン、内務省地方自治総局（DGCL）、ADS の三者が契約を締結し、JICA 開発調査

による 5 コミューン以外の 24 のコミューンでの PCD 策定を支援した。現在 PCD 策定作業

は終了しているが、最終版の印刷配布作業が未完のまま実施されない状態となっている。

ADS による PCD 策定支援に係る業務は終了し、エルラシディア県にはリエゾンオフィサー

が 1 名駐在しているのみである。2012 年 12 月時点で ADS ではアソシエーションの能力向

上支援案件（Projet de qualification de tissieux associatifs：TAKWIA, 2013-1015）の実施を検

討しており、2013 年の開始に向けて準備を進めている。 

 

（３）タフィラレット地域農業開発公社（ORMVAT） 

ORMVAT は農業・海洋漁業省傘下の公社であり、タフィラレット地域の農業開発の推進

を担っている。エルラシディア県においては、エルラシディア市に事務局と技術部（機材、

灌漑、普及、畜産、農産物、計画、事務・設備）を置き、県内 5 つのコミューン（エルラ

シディア、エルフード、ベニ・タジット、グルミマ、リッシュ）に調整事務所を設置し事

業を実施している。県の事業との関連では、県庁や他の関係機関との事業調整、情報共有

を県庁で開催される県技術委員会（CTP）、及び県人間開発委員会（CPDH）などの会合で
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行う。 

 

 
出所：聞き取り調査を基に作成 

図２－13 ORMVAT のエルラシディア県実施体制 

 

エルラシディア県での活動は、灌漑施設の整備・維持管理支援、農業生産の向上支援を

中心に行っており、特にエルラシディア地域特産のナツメヤシ（デーツ）、オリーブの生

産促進・販売体制の構築を進めている。現在ナツメヤシ、オリーブ生産では、農家が協同

組合を形成し、小規模に進めている。 

ORMVAT の 2010-2011 年の予算は 84 百万 Dh である。これにより約 4,900ha のオリーブ

作付けを実施した（うち 1,600ha 新規作付け、3,300ha 既存栽培地の改良）。ナツメヤシに

ついては 3 種類のナツメヤシの植林、市場販売の支援を実施した。また、協同組合研修の

プログラムでは、エコシステム、食肉製造、オリーブ生産、マネジメント経理管理などの

研修を EU が 70 百万 Dh の無償資金支援を行い実施している。 

農作物の認証制度の整備も進めており、認証プロセス、認証の種類等について制定準備

を進めている。これら研修の講師やアドバイザーの派遣にはハッサンⅡ世大学農業研究所

の支援を受けている。将来的にはオリーブ、ナツメヤシの販売網を国内外に確立すること

をめざしている。ナツメヤシ栽培では商業ベースの生産拡大をめざし、2009 年から 2013

年にかけてデーツの保管用冷蔵設備を 6 ユニット、デーツ重量に換算して 400t 分、県内で

設立された協同組合に対し供与（米国ミレニアム・チャレンジ・コーポレーションの支援）

した。商品の大量流通のためマーケティング実務、スーパーマーケットとの契約、国際市

場への販売など、地域の主要な産業としてデーツ生産を育成するための事業を展開してい

る。また、グリーンモロッコ計画（Le Plan Maroc Vert）の事業の一環として、2012 年には

以下の 13 案件を実施している。 
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   表２－22 ORMVAT によるグリーンモロッコ計画の主な実施事業 

No. 案件 
開発 

パートナー
期間 

予算 

（百万 Dh） 

年平均予算

（百万 Dh）

1 ナツメヤシ作付振興 MCA 2010～2015 年 202.4 33.7

2 山岳地域支援 FIDA 2009～2014 年 229.9 38.32

3 ミデルトオリーブ振興 － 2009～2013 年 76.29 15.26

4 イミルシル周辺果樹振興 － 2010～2011 年 11 5.5

5 ティムキットダム整備 － 2010～2013 年 41.84 10.71

6 フィグイグオリーブ整備 － 2009～2013 年 31.45 6.30

7 ボウアナネ地区ナツメヤシ振興 － 2009～2013 年 25.48 5.10

8 オリーブ振興 － 2011～2013 年 84.32 28.11

9 イミルシル周辺リンゴ普及 － 2011～2013 年 16.55 5.52

10 シファ地区オクラ普及 － 2012～2014 年 11.47 3.82

11 山岳地域蜂蜜普及 － 2012～2014 年 2.98 1

12 アメラグ地域アーモンド普及 － 2012～2014 年 10.66 3.55

13 乳製品普及 － 2012～2014 年 2.19 0.73

 計   746.53 157.29

出典：ORMVAT 

 

表２－23 ORMVAT に対する開発パートナーによる支援 

 開発パートナー 案件 金額（百万 Dh） 

1 MCA ナツメヤシ保全、振興事業 131.81

山岳地帯オリーブ振興事業 96.50

2 DRI-MVB／世界銀行 農業、灌漑整備 32.87

経済活動の多様化支援 3

基礎インフラ（農道） 26.31

出所：ORMVAT 

 

（４）タフィラレット・オアシス地域持続的開発プログラム（Programme de Développement 

Territorial Durable des Oasis du Tafilalet：POT） 

モロッコにおけるオアシス開発の重要性と近年のオアシスの荒廃の問題から、住宅・国

土計画・都市計画省の開発事業として開始され、オアシスの保全と開発のため、全国で 4

つプログラムが実施されている。POT は、エルラシディア県が所在するタフィラレット地

域のオアシス保全と開発のため 2006 年に開始され、エルラシディア県すべての地域を網

羅している。事業の成果として下記の 5 つを掲げている。 

成果１．広範な環境の研究に基づいて、タフィラレット地域におけるオアシスの持続可

能な地域開発のためのビジョンを策定する。 

成果２．気候変動シナリオを考慮したオアシス保全計画に基づいて、地域でのプロジェ

クトを実施する。 

成果３．オアシスの劣化と貧困層の貧困を軽減するため、天然資源と文化遺産の価値を
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高め、生活を改善する。 

成果４．アオシス保全と生態系の持続可能な開発のための法律や規制の強化と改革を行

う。 

成果５．コミュニケーション戦略や情報システム、ナレッジマネジメント、モニタリン

グ・評価方法の開発。 

 

コミューン開発計画（PCD）策定との関連では、POT はエルラシディア県内のコミュー

ンでの PCD 策定段階で、オアシスの自然環境保全と農業振興の観点からいくつかのテーマ

をコミューン開発計画に反映させることを働きかけた。POT は戦略的テーマとして、①（オ

アシスの自然環境保全と農業振興にかんがみた）戦略的計画策定の必要性、②脆弱な自然

環境の保全と管理、③地域特産品の振興（製品のマーケティング及び品質認証）、④農業

環境の保全、⑤エコツーリズムの振興、を提案している。特に PCD に組み込まれた事業計

画を、コミューンや複数のコミューンで共同で実施するための資金確保が重要と考え、PCD

に組み込まれた事業の支援を資金確保も含めて推進している。2012 年 5 月に開催された県

技術委員会（CTP）の会合で、それぞれのコミューンで策定されたコミューン開発計画に

含まれている以下の 7 案件について支援の合意が POT とコミューンの間で交わされた。 

 

表２－24 2012 年 5 月に合意された POT による支援 

 プロジェクト コミューン 

1 環境保全に配慮した農村道路整備（14km） 

ゲリス川の洪水対策防水堤建設 

協同組合合同洗濯場 

下水処理プロジェクト 

Fezna 

2 ハッターラ改修 Aarab Sebbah Ghéris  

3 環境に配慮した農村道路建設 

共同洗濯場設置 

Tadihgouste 

4 歩道側溝整備 

灌漑用水路改修 

Ferkla el Oulia 

5 ハッターラ改修 Ferkla es-Soufla 

6 灌漑用水路改修 

ダム支流建設 

協同組合太陽光給水ポンプ設置 

Ghéris el Ouloui 

7 ゲリス川の洪水対策防水堤建設 

共同洗濯場設置 

灌漑用水路改修 

Ghéris es-Soufli 

出所：POT 
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POT では、コミューンやアソシエーションなどの能力向上がこうした課題の実現のため

に重要であるとしている。今後取り組む重要なテーマとして、農業環境、エコツーリズム、

マーケティングに関連する専門的能力を挙げ、こうした分野の能力向上のための活動につ

いて JICA をはじめ他の機関と協力を図りたいとしている。2012 年の案件分野別予算の内

訳は以下のとおりである。 

 

表２－25 POT の 2012 年案件分野別予算 

（単位：Dh） 

案件分野 予算金額 

地域のベースライン情報のアップデート調査 1,496,250 

地域計画（史跡、建築物等の保全、自然環境の保

全、水源保全、地域特産品の振興） 

10,354,050 

コミューン、アソシエーション等の能力強化 684,000 

エコツーリズム振興 2,831,148.6 

節水、エコ農業手法振興 427,500 

有機栽培認証システム導入 1,197,000 

情報発信強化（ウェブ、見本市、セミナー）等 991,800 

 計 18,717,078.6 

出所：POT 

 

POT による事業は、図２－14 の事業実施体制で進められており、基本的に地域のステー

クホルダーと共同で実施されている。 

 

     
出所：POT, Document du Programme 

図２－14 POT 実施体制 
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２－１－５ わが国援助政策との関連 

本プロジェクトは外務省「対モロッコ王国国別援助方針」では、援助重点分野：「地域的・

社会的格差の是正」、開発課題：「地方開発」、協力プログラム：「エルラシディア県地域開発プ

ログラム」に位置づけられる。 

同プログラムでは、モロッコ農村部のなかでも貧困度が高いエルラシディア県（2007 年のモ

ロッコ全土の農村部の貧困率が 14.4％であるのに対し、エルラシディア県では 16.3％）に対し

て重点的に支援を行うことにより、ソフト・ハード両面、かつ、分野横断的な地域開発を促進

することを目的としており、本事業による協力で県開発行政関係者の開発計画の策定・実施支

援能力の向上が期待できる。 

 

２－１－６ 地域開発分野おけるドナー協力の状況 

（１）世界銀行 

１）INDH に対する支援 

世界銀行はモロッコに対し INDH の主要な財源を借款として支援している。INDH

フェーズⅠ（借款期間 2007～2010 年）に 100 百万ドル（900 百万 Dh）の支援を実施し

た。フェーズⅡ（2011～2015 年）においては 300 百万ドルの借款支援を実施する。フェー

ズⅡに対する支援は、借款の新規スキームである「成果のための借款プログラム

（Prêt-programme pour les résultas：P4R）」を活用し、活動成果の承認をもって予算を支

出する仕組みを採用し、より成果を重視した方式を取る、としている。また、INDH 以

外の世界銀行によるモロッコに対する近年の借款金額と案件内容は以下のとおりであ

る。このほか、2012 年に零細・中小企業振興に対する支援事業に対し 50 百万ドルの借

款を行うことが決定された。 

 

２）地方自治体支援プログラム 

モロッコ政府の要請に基づき、世界銀行は中東・アフリカ地域移行基金10を活用し、「地

方自治体支援プログラム」（Programme d'appui aux collectivités territoriales）の実施（4.55

百万ドル）を計画している。世界銀行はモロッコの公共サービスの提供に関する課題と

して以下の点を指摘している。 

・コミューンレベルの事業予算の執行率の低さから判断して地方自治体に事業の計

画・準備能力が十分に伴ってない。 

・都市化の進展に伴う都市圏を対象とした公共サービスの必要性 

・リソース・施工監理支援センター（Assistance à Mîtrise d’Ouvrage：AMO）の設立に

よる特に複数のコミューンを対象とした公共サービスの改革と刷新 

 

「地方自治体支援プログラム」では、こうした状況を踏まえて、以下の内容の支援を

計画している。 

① 地方自治体向け AMO 設置 

地方自治体向けにプロジェクトの計画・実施面で技術支援を行う。AMO は地方議

                                                        
10 「アラブの春」を受けて 2011 年のドーヴィル G8 サミットで合意された「ドーヴィル・パートナーシップ」に基づき世界銀

行に創設された。 
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会議員、自治体の技術者を対象として、プロジェクト選定、契約、詳細計画策定、入

札など、プロジェクトの一連の過程で支援を行う。サブコンポーネントとして、1) プ

ロジェクト準備調査・実施計画、2) パイロットとして 2～3 カ所の AMO を開設、3) 

公共サービス既存マニュアルの共有、を行う。 

② 公共サービス提供のためのコミューン横断事業・制度改革 

パイロットとして州または複数のコミューン共同で公共事業の提供を目的とする

資産会社（ラバト・サレ・テマラ、アガディール、カサブランカ大都市圏）を設置す

る。資産会社が業務計画、事業投資を行い、実際の公共サービス提供業務は公営また

は民間企業が業務請負として行う。また、サブコンポーネントとして、1) 地方自治

体のグループ形成に対する技術支援、2) 資産会社の設立、を行う。 

③ プログラム管理 

プロジェクト実施に必要とされるプロジェクト運営、入札、資金管理 など 

 

本プログラムは、内務省及び内務省地方自治総局（DGCL）長の協働で運営される。

また、本プログラムの運営委員会は省庁、地方自治体などにより構成される。 

 

 表２－26 世界銀行のモロッコに対する支援（2009～2011 年） 

（単位：百万ドル） 

案件名 開始年度 借款金額 

廃棄物処理事業１ 2009 132.7 

Oum Er Rbia 流域近代的灌漑及び農業 2010 70.0 

Oum Er Rbia 衛生事業 2010 43.0 

州給水施設建設 2010 175.0 

農村地域道路建設Ⅱ 2010 81.5 

行政改革Ⅳ 2010 100.0 

開発政策借款（DPL）事業 持続可能な資金調達 2010 200.0 

DPL 事業 教育セクター 2010 60.0 

DPL 事業 都市交通セクター 2011 136.7 

DPL グリーンモロッコ計画 2011 205.0 

DPL 気候変動及びグリーンモロッコ計画 2011 4.3 

廃棄物処理事業２ 2011 138.6 

出典：世界銀行 

 

（２）国連開発計画（UNDP） 

UNDP は、エルラシディア県におけるタフィラレット・オアシス地域持続的開発プログ

ラム（POT）の主要な開発パートナーとして、エルラシディア県の特産ナツメヤシの保全、

乾燥化対策、灌漑システム改善、及び水源保全などを通じ農業支援を行っている。支援は、

①オアシスの環境特性を保全した農業、環境開発、②オアシス地域の価値の再構築、③オ

アシスの環境に沿った公共政策改革支援、の 3 つの分野での活動を軸に実施している。

UNDP では、内務省地方自治総局（DGCL）、県社会事業部、コミューンとの間で合意書を
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取り交わし、コミューン開発計画（PCD）策定をプロジェクト（貧困削減、オアシス保全

など）実施の前提条件としてプロジェクトの支援を実施した。 

PCD 策定支援については、フランス、スペイン、イタリアの協力を得た地域ガバナンス

及び開発プログラム（ART GOLD）の中で、これらの国々の地方自治体の開発計画策定方

法に関する経験を共有し、その方法論を取り入れた PCD のフレームワークづくりを支援し

た。このプログラムにおいて、PCD 策定マニュアルを作成、PCD の内容、目次、コミュー

ンの組織図のひな型、優先プログラム選定時に考慮すべき分野などを検討し、PCD 策定マ

ニュアルに反映した。 

その他、UNDP のモロッコに対する支援では、①貧困と社会的排除の改善、②民主的ガ

バナンスのためのキャパシティ・ビルディング、③エネルギーと環境にかんがみた持続可

能な発展、これら 3 つの主要分野を中心に、ジェンダー及び人権の視点をアプローチに組

み込み、協力を実施している。近年の支援案件を分野別に下表に示す。 

 

表２－27 UNDP のモロッコに対する支援（2009～2011 年） 

分野 案件名 開始年度 

貧困削減 

対策 

雇用促進基金（FREPE） 2004～2007年

市民社会に対する支援（PASC-INDH） 2007～2009年

地域統合プログラム（DELIO） 2008～2012年

若年者雇用プログラム（YES Green） 2012～2013年

ガバナンス 

及び 

人間開発 

地域ガバナンス及び開発プログラム（ART GOLD） 2007～2012年

人間開発支援-ONDH 2010 2012～2016年

住民登録システム改善支援（地方分権化） 2009～2011 年

開発プロジェクトマップ作成（SIG） 2008～2010年

El Hajeb 県地域計画（Agenda 21）策定 2007～2010年

モロッコの開発の権利：ミレニアム開発及び経済的、社会的及び

文化的権利に関する国際規約 

2009～2010年

INDH 支援     2008年

世帯法に関する支援 2007～2010年

成果を重視したジェンダーアプローチ 2007～2009年

効率的成果達成のための能力向上（CEDAR） 2007～2008年

青少年育成プログラム 2007～2007年

地方分権と効率的マネジメント支援 2006～2008年

持続的環境 

及び開発 

低炭素排出のためのキャパシティ・デベロップメント 2011～2014 年

薬用・アロマティック植物の生物多様性支援（MAP） 2010～2014年

地球環境の統合における地域戦略的計画とモニタリング 2011～2014 年

気候変動へのオアシスでの対策支援 2009～2012年

住居、ビル、病院でのエネルギー効率性支援 2009～2013年

ポリ塩化ビニール使用削減支援 2008～2012年

文化遺跡保護、産業振興支援 2008～2012年
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中部アトラス環境、社会経済、森林保護支援 2006～2013年

砂漠化防止貧困削減、南部オアシス保全支援 2006～2013年

砂漠化防止貧困削減、タフィラレット保全支援 2006～2013年

持続可能な発展に寄与するアソシエーション活動支援 2006～2008年

生物多様性・砂漠化防止・気候変動・公害防止に関する ADS 能力

向上支援 

2005～2008年

気候変動プロジェクト支援２ 2005～2008年

太陽光ソーラーシステム振興支援 2001～2008年

高アトラス南部移住による生物多様性保全支援 2000～2008年

出典：UNDP 

 

（３）国連児童基金（UNICEF） 

UNICEF は、2013 年まで継続予定のプロジェクトでオリエンタル州の 106 のコミューン

に対しコミューン開発計画（PCD）の策定支援を行っている。今後、プロジェクトの対象

をザゴラ、ドラ、ワルザザート、ジャルダ、タタの各県に拡大していく計画である。 

UNICEF による協力は主に PCD の策定支援を通じたコミューン関係者の能力強化（研

修）、策定された PCD に基づく実証プロジェクトの実施支援である。実証プロジェクトの

内容は UNICEF の活動支援の基本戦略に基づいたものとなる。さらにコミューン関係者に

対し INDH、開発パートナーからの資金調達をするための交渉・書類作成に対する支援も

行っている。内務省地方自治総局（DGCL）の進めるコミューン情報システム（Systéme 

d’Information Communal：SIC）整備にも力を入れている。 

 

（４）米国国際開発庁（USAID） 

USAID は、民主的社会の醸成のために地方行政の強化を重要な推進力と位置づけ、2000

年から地方自治（ローカルガバナンス）に対する支援を展開している。特に若年層を含め

た市民参加を推進することを目的として活動を実施している。その他、経済分野への支援

として、競争力のある民間セクターの育成を通じた経済力の強化を目的とした活動を実施

している。また、これらに関連して教育分野では、若者の基礎教育と労働力として必要な

スキル・職業訓練に重点を置き、若年層の教育レベルの向上を支援している。コミューン

開発計画策定に関連した地方自治に対する支援（131.5 百万ドル、2009～2013 年）の概要

は以下のとおりである。 

 

＜プロジェクト目標＞ 

地方自治への若者の参加、地方自治の効率性、説明責任の向上 

 

＜案件実施地域＞ 

3 州（フェズ・ブルメン、アブダ・ドゥカラ、ラバト・サレ）の 58 コミューン（13 都市

コミューン、45 農村コミューン） 

その他地域（ケニトラ、ベンゲリール、マラケシュ） 
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＜支援の内容＞ 

１．コミューン開発計画（PCD）策定支援活動 

・参加型による計画策定方法についてコミューンでの研修を実施 

・PCD 策定方法についての研修 

・PCD の実施状況に関するモニタリング評価 

 

２．女性議員の登用、機会均等促進 

・女性議員の登用状況の調査分析 

・女性の参加、リーダーシップ、スキル研修（90 名の女性リーダー研修） 

・州レベルでのネットワーキング（3 州合同） 

 

３．若年者向け活動 

・ユース議会の開催 

・若年層の意見のコミューン行政への取り込み、スキル研修 

・州レベルでのネットワーキング 

 

４．透明性と説明責任 

・内部監査のための研修実施 

・コミューンにおける財務の効率性と透明性の確保のための内部監査実施 

 

２－２ プロジェクトの基本計画 

２－２－１ プロジェクトの戦略 

（１）開発調査から技術協力プロジェクトへ 

開発調査では、マスタープランの策定とともに、パイロットコミューンにおけるコ

ミューン開発計画（PCD）策定支援とそれに基づく実証事業が主要な活動に位置づけられ、

その集大成として県開発計画推進・調整室（CPDC）の設立（2011 年）、農村地域開発計画

（PRDP）の現地イニシアティブによる完成が実現した。本技術協力プロジェクトでは、開

発調査での経験と成果を基に、県庁によるコミューン開発に係る諸課題の解決機能の向上

を中心とした県庁の機能強化（キャパシティ・デベロップメント）を支援するものとする。 

 

（２）CPDC のスタッフの効率的な能力強化のための体制確立 

各コミューンで策定された PCD のフォローアップを行う組織として県庁内に CPDC が

設置されたが、具体的な実施体制が整備されていないため、その組織強化が求められてい

る。同組織は小規模ながらも常設であり、本プロジェクトの目的をそのまま主要業務とし

ているので、本プロジェクトでは主要な C/P と位置づけ、専門家の配置による体制支援を

行う。 

 

（３）県庁内の協力体制の強化 

上述のとおり CPDC は設立後間もない組織であり、県庁内の既存の他部局との役割分担

が整理されておらず、理解・周知も十分ではない。また、コミューン横断的プロジェクト
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を含む効率的・効果的なコミューン開発のためには、県庁内の部局による協力体制の強化

を行うことが重要である。そのため、これらの部局の巻き込みを、本邦における事例視察

やワークショップへの参加を通して図る。 

 

（４）中央省庁（国）レベルからの認知とバックアップ 

開発調査では、マスタープラン策定を主旨とすることもあり、国の機関である内務省地

方自治総局（DGCL）を合意文書（R/D）のサイナーとしたが、本案件は国レベルの先行事

例ではあるものの、事業の内容はほとんどエルラシディア県庁の責任による実施（実施機

関そのものは県庁）であるため、調査団は「R/D は県知事との署名のみで、DGCL は報告

先となる」ことを想定した。しかしながら、DGCL との協議の中で、国による認知やバッ

クアップ（予算面を含め）が必要であることから DGCL の署名、さらには民意の反映の観

点から県議会による承認と署名が必要ではないかとの提案があった。R/D の署名者として

は異例な提案と思われたが、国レベルでの成果の活用と、参加型開発が特に尊重されるべ

きであるという本案件の特徴にかんがみれば、妥当性の高い提案と思われた。現在、R/D

案への具体的な修正コメントを DGCL で検討中である。 

 

２－２－２ 協力概要と枠組み 

（１）プロジェクト名：エルラシディア県地域開発能力向上プロジェクト 

Project for Enhancing the Capacity for Rural Development in the Province 

of Errachidia 

 

（２）相手国機関：エルラシディア県庁 

 

（３）協力期間： 

3 年 6 カ月（協力開始 6 カ月間を詳細活動の策定期間とする） 

 

（４）上位目標： 

開発計画の実施モデルがエルラシディア県と他県において普及・利用される。 

 

（５）プロジェクト目標： 

県庁による開発計画の立案・実施の支援に関する効果的なモデルがエルラシディア県に

おいて実現される。 

 

指標１：コミューン横断的プロジェクトに関するガイドラインが策定される。 

指標２： PDCA（Plan, Do, Check, Action）サイクルに基づいたコミューン開発計画実施マ

ニュアルが策定される。 

指標３： XX％のパイロットプロジェクト関係者がパイロットプロジェクトを肯定的に

評価する。 

指標４：XX（数）の組織が PDCA サイクルに基づいたコミューン開発計画実施マニュ

アルを採用する。 
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（６）成果 

１．コミューン横断的プロジェクトを促進するための行政上の技術的支援体制が強化さ

れる。 

 

指標１：XX（数）のコミューン横断的プロジェクトに関するプロジェクトシート（技

術書）が作成される。 

指標２：コミューン横断的プロジェクトの先行事例に関する技術視察が XＸ回実施さ

れる。 

指標３：XX 件のコミューン横断的プロジェクトが実施される。 

指標４：コミューン横断的プロジェクト実施のためＸX（数）の委員会が知事により

任命される。 

指標５：委員会のメンバーが XX 回会合に出席する。 

 

２． PDCA サイクルに基づくコミューン開発計画実施のための県の部局によるコミュー

ンを対象とした持続的な支援が確保される。 

 

指標１：コミューン開発計画プロジェクト実施のため XX（数）の組織が各コミュー

ンに設立される。 

指標２：コミューンに設置された組織のメンバーがコミューン開発計画プロジェクト

実施のための会合に XX 回参加する。 

指標３：XX 人の参加者がセミナー、研修を受講する。 

指標４：PDCA サイクルに基づいて XX（数）のプロジェクトが実施される。 

 

３．県庁による開発計画の立案・実施の支援に関する効果的なモデルが他県に提案され

る。 

 

指標１：PDCA サイクルに基づいたコミューン開発計画実施マニュアルが策定される。 

指標２：コミューン横断的プロジェクトの実施に関するセミナーが XX 回実施さる。 

指標３：PDCA サイクルに基づいたコミューン開発計画実施に関するセミナーが XX

回開催される。 

 

（７）活動 

成果１．コミューン横断的プロジェクトを促進するための行政上の技術的支援体制が強化

される。 

1-1 コミューン横断的事業の分野・プロジェクトを特定する。 

1-2 コミューン間の協働に関しコミューン憲章に定められた法的手続きを実施する。 

1-3 コミューン横断的プロジェクトの成功事例に関する技術視察を実施する。 

1-4 コミューン横断的プロジェクトのパイロットプロジェクトの実施を支援する。 

1-5 コミューン横断的プロジェクトのモニタリング・評価ツールを策定する。 
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成果２． PDCA サイクルに基づくコミューン開発計画実施のための県の部局によるコ

ミューンを対象とした持続的な支援が確保される。 

2-1 コミューン開発計画プロジェクトの実施を担当する組織の役割を明確にする。 

2-2 プロジェクト管理に関する研修を実施する。 

2-3 PDCA サイクルを活用しコミューン開発計画パイロットプロジェクトの実施を支援

する。 

 

成果３．県庁による開発計画の立案・実施の支援に関する効果的なモデルが他県に提案さ

れる。 

3-1 コミューン横断的プロジェクトの教訓を取りまとめる。 

3-2 PDCA 手法に基づいてコミューン開発計画実施マニュアルを策定する。 

3-3 コミューン横断的プロジェクト実施に関するセミナーを開催する。 

3-4 PDCA サイクルを活用したコミューン開発計画実施に関するセミナーを開催する。 

 

（８）投入 

日本側投入： 専門家（地域開発、プロジェクト運営管理、一村一品運動 など）派遣、C/P

研修開催、機材供与 

相手国側投入：C/P 人員配置、専門家活動スペースの提供 など 

 

２－２－３ プロジェクトの暫定スケジュール 

本調査の結果、暫定的に作成しモロッコ側と協議のうえで合意に達した暫定実施計画

（Tentative Plan of Operation）は付属資料３「ミニッツ」の Annex II に示すとおりである。 

 

２－２－４ プロジェクトの運営管理・モニタリング・評価体制 

プロジェクトを円滑に実施し、活動の効果をモニタリングするために合同調整委員会（JCC）

を設置する。同委員会はエルラシディア県知事が議長を務め、モロッコ側は内務省地方自治総

局（DGCL）計画・施設局長、同局モニタリング課長、エルラシディア県事務総長、エルラシ

ディア県技術委員会メンバー、日本国側は専門家、JICA モロッコ事務所長から構成される。な

お、在モロッコ日本国大使館の代表者、議長によって招請された者もオブザーバーとして委員

会に参加する。同委員会の概要は付属資料３「ミニッツ」の Annex III に示すとおりである。 

プロジェクト実施期間中は、進捗報告書（中間報告、及び年次報告）を年 2 回作成し、合同

運営委員会に提出する。 

また、モロッコ側関係機関と JICA との合同で終了時評価（協力期間終了の約 6 カ月前）を

実施する。これらの評価においては、プロジェクト目標達成度の検証とプロジェクトへの提言

を行う。 
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第３章 評価結果 
 

３－１ ５項目評価結果 

３－１－１ 妥当性 

本件は次の理由から妥当性が高いと判断される。 

・モロッコ政府は「人間開発のための国家イニシアティブ」（INDH）の優先課題として、地方

部の貧困対策・レベルアップを掲げ、国家レベルで地域格差是正に取り組むと同時に「地方

分権化推進（La régionalisation avancée）」のための具体策の検討を行っている。こうした背景

の下、本プロジェクトはモロッコ政府の定めるコミューン憲章で策定が義務づけられている

コミューン開発計画（PCD）の実施を県の開発能力の向上を通じて支援するものであり、モ

ロッコの政策と一致している。 

・本件はモロッコでも貧困率が高いとされるエルラシディア県（モロッコ地方部で貧困ライン

以下で暮らす人々の割合が 14.4％であるのに対し、エルラシディア県の割合は 16.3％）を対

象地域とするものであり、日本国政府の「対モロッコ王国国別援助実施方針」の援助重点分

野：「地域的・社会的格差の是正」、開発課題：「地方開発」、協力プログラム：「エルラシディ

ア県地域開発プログラム」と整合している。 

 

３－１－２ 有効性 

本件は以下の理由から有効性が見込まれる。 

・本件はプロジェクト目標である県庁による開発計画の立案・実施の効果的支援モデルの構築

をコミューン横断型プロジェクトの実施、PCD の実施・改定を通じて支援するものである。

県がコミューンの上位行政機構として、コミューンに対して PCD に基づいてコミューン単位

で実施される事業、及び複数のコミューンを対象として実施されるコミューン横断型プロ

ジェクト双方の実施支援を行うことは、県の機能から判断して有効なアプローチであると考

えられる。 

・外部条件である「県の機能の継続」は、行政単位としての県の持続、コミューンの上位行政

機構としての県の役割の観点から満たされる可能性がある程度見込まれる。しかしながら、

2013 年 9 月に予定されている地方議員選挙、及びモロッコ政府の推進する地方分権化推進に

よる州境変更、及び州の権限強化の構想を外部条件としてモニタリングしていくことが適切

である。 

 

３－１－３ 効率性 

本件は以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

・本件の対象地域であるエルラシディア県では、2012 年まで実施された開発調査「エルラシ

ディア県農村地域開発計画調査」による支援、及びモロッコ政府・開発パートナーの支援に

よる PCD の策定作業が終了している。コミューンを対象とした事業に対しては、PCD の整

合性を判断基準として INDH による資金支援の審査も行われており、こうした動きと連携す

ることにより本件の効率的な実施が見込まれる。 

・前記開発調査の支援により、対象地域の社会経済調査、及び県農村地域開発計画としてコ

ミューン横断型プロジェクトの優先リスト化が行われており、本件の活動の効率的な実施が
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見込まれる。 

 

３－１－４ インパクト 

本件により以下のインパクトが発現することが期待できる。 

・県庁をカウンターパート機関とする本件では、県内でコミューン横断型事業、及び PCD の実

施事例が蓄積され、マニュアル化されることで、県内他地域で成功事例が普及し、上位目標

「開発計画の実施モデルがエルラシディア県と他県において普及・利用される。」の達成が

見込まれる。 

・現時点では、本件によるネガティブインパクトは想定されていない。 

 

３－１－５ 持続性 

本件は以下の理由から効果の持続性を見込むことができる。 

・コミューン憲章が PCD の策定を規定し、INDH がプロジェクトの採択基準とし PCD との整

合性を重視しているため、地域開発事業の推進における PCD の重要性は継続が見込まれる。

また、モロッコ政府の推進する地方分権化ではコミューンの能力強化を推進していくとして

おり、地方行政強化に係る政策は継続されていくと見込まれる。 

・コミューンレベルでの開発予算が非常に限定的な状況のなか、貧困コミューンを対象とした

INDH 資金の活用は重要な資金リソースであり、INDH プロジェクトの取りまとめを行う社会

事業部（DAS）をはじめとする県庁関係部局との協働体制の確立が持続性確保のための重要

な要素であると思われる。また、コミューン横断事業の実施では、コミューン長が県会議員

を兼任しており、県議会の承認が重視されるため県議会の承認の下、内務省地方自治総局

（DGCL）からコミューン横断型プロジェクトの予算拠出を受けることが持続性確保のため

重要と考えられる。 

 

３－２ 結論 

本プロジェクトは、モロッコの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

３－３ 貧困・ジェンダー平等・環境等への配慮 

事業計画の策定、事業実施にあたっては、女性のみを対象とした会合を開催するなど、女性が

参加・発言しやすい環境づくりに留意する。本プロジェクトが対象とするエルラシディア県では、

INDH が地方部の貧困対策プログラムの対象とする貧困割合の下限 14％を超える村落コミューン

が全 22のうち 21を占めている。ターゲットグループをコミューン及びコミューン開発計画（PCD）

実施に関係する市民社会とすることで広くコミューンレベルの意見の集約に努める。 

 

環境に対する影響／用地取得・住民移転 

カテゴリ分類：C 

テゴリ分類の根拠：本プロジェクトによる環境への影響などはない。 
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３－４ 教訓の活用 

・ 2009 年から 2012 年まで実施された「エルラシディア県農村地域開計画調査」ファイナルレポー

トでは、県開発計画策定、事業実施・評価・モニタリング、コミューン開発計画（PCD）の実

施フォローアップを行う政策推進・調整室（CPDC）を中心とするエルラシディア県のコミュー

ン横断的プロジェクトの実施を通じた組織・機能強化が提言されている。本プロジェクトでは

県レベルでの開発事業の推進、コミューン間の連携体制の構築の観点から県によるコミューン

横断的プロジェクトの支援体制の強化を支援する。 

・ インドネシアで実施された「スラウェシ地域開発能力向上プロジェクト」（2007 年 9 月～2010

年 10 月）終了時評価では、スラウェシ 6 州を対象とした案件であるとはいえ継続的な中央政

府の巻き込みが不十分であり、中央レベルへの実施効果の浸透、及び他地域への波及が限られ

たものとなった、との内容が教訓として指摘されている。本プロジェクトでは案件形成の段階

から中央政府の関係部局を巻き込んだ実施方針・活動計画の策定や活動の展開に留意する。 

 



 

 

付 属 資 料 
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 ２．ミニッツ 

 

 ３．PDM（日本語） 
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１．主要面談者

第一次詳細計画策定調査主要面談者 

 

モロッコ側 

内務省   
Ms. Liouaa ABDELKHALIKI Chef de service du suivi, Direction 

de la planification et de l'équipement, 
Direction générale des collectivités 
locales   

地方自治総局計画事業部開発計画

支援課長 

Mr. Youssef JAAFAR Chargé de mission coopération 
décentralisée, Direction générale des 
collectivités locales 

地方自治総局総局長付分権化協力

担当 

Ms. Nadira El Guermai Gouverneur, Coordinatrice nationale, 
Initiative Nationale de 
Developpement Humaine 

人間開発にかかる国家イニシアテ

ィブ国家コーディネーター 

Mr. Tarik MOUDDEN Chargé de mission, Secrétariat 
général, Coodination nationale de 
l’INDH 

人間開発にかかる国家イニシアテ

ィブ事務局調査団担当 

Mr. L’Kadida RACHID Chef du pole suivi et evaluation,  
Secrétariat général, Coodination 
nationale de l’INDH 

人間開発にかかる国家イニシアテ

ィブ事務局モニタリング・評価課

長 

Mr. Najib DAHBI Chef de formation et renforcement de 
Capacités, Secrétariat général 
Coodination nationale de l’INDH  

人間開発にかかる国家イニシアテ

ィブ事務局研修・能力強化課長 

 

 

メクネス・タフィラレット州   
Mr. Mohammed ZOUHAIR Secrétaire général, la Région de 

Meknès-Tafilalet et la Préfecture de 
Meknès 

メクネス・タフィラレット州/メク

ネス県事務総長 

 

Mr. Hassan MACHEDALEY Chef de cabinet, la Région de 
Meknès-Tafilalet et la Préfecture 
d’Errachidia 

メクネス・タフィラレット州/メク

ネス県官房長 

Mr. Youssef ZIANI Chef de division d’audit contrôle et 
la gestion des affaires de la Région 
de Meknès-Tafilalet 

メクネス・タフィラレット州 

監査・総務部長 

Mr. Abdel Habib ABDELMALIK Chef de division d’action sociale, la 
Région de Meknès-Tafilalet et la 
Préfecture de Meknès  

メクネス・タフィラレット州/メク

ネス県社会事業部長 

Mr. Hassan BERQI, 
 

Chef de division des collectivités 
local, la Région de Meknès-Tafilalet 
et la Préfecture de Meknès 

メクネス・タフィラレット州/メク

ネス県地方自治部長 

Mr. Mohamed RACHID Administrateur, Division des 
collectivités local, la Région de 
Meknès-Tafilalet et la Préfecture de 
Meknès 
Agent de développement provincial 

メクネス・タフィラレット州/メク

ネス県自治部行政官 

メクネス県開発推進員 

Mr. Anas ANSAR Responsable des affaires juridique de 
coopération et communication, la 
Région de Meknès-Tafilalet 

メクネス・タフィラレット州議会

法務・協力・コミュニケーション

責任者 

Mr. Binnacem BELHAJ Chef de service de la statistique, 
Direction régionale du haut 
commissariat au plan 

メクネス・タフィラレット州計画

高等委員会統計課長 
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Dr. Hassan CHIRIFI 
 

Directeur, Direction régionale de la 
santé Mekès-Tafilalet 

メクネス・タフィラレット州保健

局長 

Dr. Karim ET-TAYYEBY 
 

Délégué du Ministère de la Santé à la 
Préfecture de Meknès 
 

メクネス県保健局長 

 

 

 

エルラシディア県   
Mr. Mohamed AMGHOUZ Gouverneur, Province d’Errachidia エルラシディア県知事 

Mr. Azzeddine HALLOUL Secrétaire général, Province 
d’Errachidia 

エルラシディア県事務総長 

Mr. Ismail ZINELABIDIN Chef de division des collectivités 
locales, Province d’Errachidia  

エルラシディア県地方自治部長 

Mr. Brahim FASKA Administrateur Principal, Chef de la 
cellule de promotion des plans de 
développement et de Coordination 
(CPDC) , Province d’Errachidiq 

エルラシディア県開発政策推進・

調整室長 

Mr. Abderrazzak KHARRAZI 
 

Administrateur Adjoint, Agent de 
développement provincial à la 
CPDC, Province d’Errachidia  

エルラシディア県開発政策推進・

調整室コミューン開発計画担当 

Mr. Hsaine OUKZIZ 
 

Ingénieur d’état, responsable du 
PPDR à la CPDC, Province 
d’Errachidia  

エルラシディア県開発政策推進・

調整室県開発計画担当 

Mr. Tarik ZEGGWAGH Chef de division des actions sociales, 
Province d’Errachidia 

エルラシディア県社会事業部長 

Mr. Abdelghani ALIOULI Office regional de mise en valeur 
agricole du Tafilalet  

タフィラレット地域農業開発公社

Mr. Abdelkader KRIMOU Délégué du Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Errachidia 

エルラシディア県保健局長 

 

 

コミューン   
Mr. Lahcen Azmi Président, Commune rurale de Ghriss 

El Ouloui commune 
グリス・エルウルイ農村コミュー

ン長 

Mr. Said Abouch Président, Commune rurales de 
Gourrama 

グラマ農村コミューン長 

 

 

援助機関   

Mr. Mohamed Medouar Spécialiste principale en 
développement rural, Région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
Banque Mondiale   

世界銀行中東北アフリカ地域農村

開発主任専門家 

Mr. El kébir MDARHRI ALAOUI Conseiller Environnement et 
développement durable, UNDP 

UNDP 環境持続的開発アドバイザ

ー 

Mr. Abdelhakim YESSOUF Spécialiste en développement rural, 
UNICEF 

UNICEF 農村開発専門家 

Mr. Matthew BURTON Directeur du programme de la 
croissance economique, USAID 

USAID 経済成長プログラム課長 

 

 

日本側 

齋藤 智也  在モロッコ日本国大使館一等書記

官（経済・経済協力担当） 
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飯田 健  在モロッコ日本国大使館二等書記

官 

小畑 永彦  JICA モロッコ事務所長 
若林 基治  JICA モロッコ事務所次長 

安藤ンジャイ 真由美  JICA モロッコ事務所員 
坂元 紀子  JICA モロッコ事務所企画調査員 

Ms. Samira CHAHIR  JICA モロッコ事務所ナショナル

スタッフ 
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第二次詳細計画策定調査主要面談者 

 

モロッコ側 

内務省   
Mr. Youssef JAAFAR Chargé de mission coopération 

décentralisée, Direction générale des 
collectivités locales, Ministère de 
l’Intérieur 

地方自治総局総局長付分権化協力

担当 

Mr. Hamid TOUTI Chef de division de la planification et 
la programmation, Direction générale 
des collectivités locales, Ministère de 
l’Intérieur 

地方自治総局計画課長 

 

 

エルラシディア県   
Mr. Mohamed AMGHOUZ Gouverneur, Province d’Errachidia エルラシディア県知事 

Mr. Azzeddine HALLOUL Secrétaire général, Province 
d’Errachidia 

エルラシディア県事務総長 

Mr. Brahim FASKA Administrateur Principal, Chef de la 
cellule de promotion des plans de 
développement et de Coordination 
(CPDC) , Province d’Errachidiq 

エルラシディア県開発政策推進・

調整室長 

Mr. Abderrazzak KHARRAZI 
 

Administrateur Adjoint, Agent de 
développement provincial à la 
CPDC, Province d’Errachidia  

エルラシディア県開発政策推進・

調整室コミューン開発計画担当 

Mr. Hsaine OUKZIZ 
 

Ingénieur d’état, responsable du 
PPDR à la CPDC, Province 
d’Errachidia  

エルラシディア県開発政策推進・

調整室県開発計画担当 

 

 

日本側 

庄司 光一  JICA モロッコ事務所長 
若林 基治  JICA モロッコ事務所次長 

安藤ンジャイ 真由美  JICA モロッコ事務所員 
坂元 紀子  JICA モロッコ事務所企画調査員 

Ms. Samira CHAHIR  JICA モロッコ事務所ナショナル

スタッフ 
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ANNEX 1           Tentative Project Design Matrix (PDM) Version 0
 
プロジェクト名：エルラシディア県地域開発能力向上プロジェクト
プロジェクト期間：3年6ヵ月（2013年5月 ～ 2016年　　　）

プロジェクトの要約 指標 指標データ入手手段 外部条件

上位目標
開発計画の実施モデルがエルラシディア県と他県において普及・利用される。 1)エルラシディア県においてXX件のコミューン横断的プロジェクトが実施さ

れる。
2)他県においてエルラシディア手法によりXX件のコミューン横断的プロジェ
クトが実施される。
3)エルラシディア県においてXX（数）のコミューンがPDCAに基づいたPCD実
施マニュアルを採用する。
4)他県においてXX（数）のコミューンがPDCAに基づいたPCD実施マニュア
ルを採用する。

プロジェクト目標
県庁による開発計画の立案・実施の支援に関する効果的なモデルがエルラシディア県において実現され
る。

1) コミューン横断的プロジェクトに関するガイドラインが策定される。
2）PDCA手法に則ったPCD実施マニュアルが策定される。
3）XXパーセントのパイロットプロジェクト関係者がパイロットプロジェクトを肯
定的に評価する。
4）XX（数）の組織がPDCA手法に沿ったPCD実施マニュアルを採用する。

成果
1．コミューン横断的プロジェクトを促進するための行政上の技術的支援体制が強化される。 1) XX（数）のコミューン横断的プロジェクトに関するプロジェクトシート（技術

書）が作成される。
2）XＸ回コミューン横断的プロジェクトの先行事例に関する技術視察が実施
される。
3）XX件のパイロットプロジェクトが実施される。
4）コミューン横断的プロジェクト実施のためＸX（数）の委員会が知事により
任命される。
5)XX回委員会のメンバーが会合に出席する。

2．PDCAサイクルに基づくPCDの実施のための県の部局によるコミューンを対象とした持続的な支援が
確保される。

1) PCDプロジェクト実施のためXX（数）の組織が各コミューンに設立される。
2）XX回コミューンに設置された組織のメンバーがPCDプロジェクト実施のた
めの会合に参加する。
3)XX人の参加者がセミナー、研修を受講する。
4)PDCAサイクルに基づいてXX（数）のプロジェクトが実施される。

3．県庁による開発計画の立案・実施の支援に関する効果的なモデルが他県に提案される。 1)PDCAに基づいたPCD実施マニュアルが策定される。
2)コミューン横断的プロジェクトの実施に関するセミナーがXX回実施さる。
3)PDCAサイクルに基づいたPCD実施に関するセミナーがXX回開催され
る。

活動
1-1　コミューン横断的事業の分野・プロジェクトを特定する。
1-2　コミューン間の協働に関しコミューン憲章に定められた法的手続きを実施する。
1-3　コミューン横断的プロジェクトの成功事例に関する技術視察を実施する。
1-4　コミューン横断的プロジェクトのパイロットプロジェクトの実施を支援する。
1-5　コミューン横断的プロジェクトのモニタリング・評価ツールを策定する。

2-1　PCDプロジェクトの実施を担当する組織の役割を明確にする。
2-2　プロジェクト管理に関する研修を実施する。
2-3　PDCAサイクルを活用しPCDパイロットプロジェクトの実施を支援する。

3-1　コミューン横断的プロジェクトの教訓を取り纏める。
3-2 　PDCA手法に基づいてPCD実施マニュアルを策定する。
3-3　コミューン横断的プロジェクト実施に関するセミナーを開催する。
3-4　PDCAサイクルを活用したPCD実施に関するセミナーを開催する。

前提条件

１．JICAによる投入
（a）専門家派遣
長期
　・村落開発/業務調整
短期（複数名）
　・一村一品運動他
（b）研修
　本邦・第三国における研修計画の詳細は追って決定
（c）資機材
　供与予定資機材の詳細リストは追って決定

上記以外の投入については必要な場合、プロジェクト実施中にJICAとエルラシディア県との間の協議によ
り決定。

２．エルラシディア県による投入
（a）JICA専門家カウンターパート、事務職員
（b）必要な施設の整った執務スペース
（c）JICAによる供与以外でプロジェクトの実施に必要な資機材、車輌、交換部品等の供給、交換
（d） プロジェクトの実施に必要な全ての措置
（e）モロッコ国内での機材の輸送、設置、維持管理に要する経費

エルラシディア県知事がエルラシディア県に
おいてPCD促進のため、十分な数の要員の
任命を行い、その機能を維持するため十分
な予算を確保する。

ターゲットサイト：　エルラシディア県
ターゲットグループ：エルラシディア県職員、コミューン及びコミューン開発計画（PCD）実施に関係する市民社会

　

投入
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プロジェクト名：エルラシディア県地域開発能力向上プロジェクト
プロジェクト期間：3年6ヵ月（2013年  ～ 2016年　　　）

プロジェクトの要約 指標 指標データ入手手段 外部条件

上位目標
エルラシディア県のコミューン単独及び複数コミューンを跨ぐ開発事業計画の立案・実施支援手法が、メクネス・タフィラ
レット州の他の県に応用される。

1)エルラシディア県においてXX件のコミューン横断的プロジェクトが実施される。
2)他県においてエルラシディア県の手法によりXX件のコミューン横断的プロジェクトが実施される。
3)エルラシディア県においてXX（数）のコミューンがPDCAに基づいたPCD実施マニュアルを採用する。
4)他県においてXX（数）のコミューンがPDCAに基づいたPCD実施マニュアルを採用する。

コミューン横断的プロジェクトのモニタ
リング記録
聴取調査結果

・地方分権化推進に関するモロッコ政府、内務省の政策・方針
が大幅に変更されない。

プロジェクト目標
エルラシディア県に新たに設置された開発政策推進・調整室（CPDC）がコミューンによる開発事業の計画・実施・評価モ
ニタリングの支援手法を実践し経験と知識を蓄積する。

1) コミューン横断的プロジェクトに関するガイドラインが策定される。
2）PDCA手法に則ってPCD実施マニュアルが修正される。
3）XXパーセントのパイロットプロジェクト関係者がパイロットプロジェクトを肯定的に評価する。
4）XX（数）の組織がPDCA手法に沿ったPCD実施マニュアルを採用する。

コミューン横断的プロジェクト実施マ
ニュアル
コミューン開発計画実施マニュアル
聴取調査結果

成果
1.県技術委員会（CTP）の構成機関がコミューンによる開発事業の計画・実施・評価モニタリングを効果的に支援できるよ
うになる。

1)県技術委員会がＸＸ回開催される。
2）県技術委員会からＸＸ回関係部署・機関に支援要請が行われる。
3）県技術委員会を通じてＸＸ（数）の事業に対して技術支援が行われる。

県技術委員会議事録
パイロットプロジェクトのモニタリング
記録

2.県の支援により、PDCAサイクルに基づいてコミューン単独でプロジェクトが実施可能となる。 1) PCDプロジェクト実施のためXX（数）の組織が各コミューンに設立される。
2）XX回コミューンに設置された組織のメンバーがPCDプロジェクト実施のための会合に参加する。
3)XX人の参加者がセミナー、研修を受講する。
4)PDCAサイクルに基づいてXX（数）のプロジェクトが実施される。

会合議事録
セミナー受講記録
パイロットプロジェクトのモニタリング
記録

3.県の支援により、複数コミューンに跨るプロジェクトが実施可能となる。 1) XX（数）のコミューン横断的プロジェクトに関するプロジェクトシート（技術書）が作成される。
2）XＸ回コミューン横断的プロジェクトの先行事例に関する技術視察が実施される。
3）XX件のパイロットプロジェクトが実施される。
4）コミューン横断的プロジェクト実施のためＸX（数）の委員会が知事により任命される。
5)XX回委員会のメンバーが会合に出席する。

作成されたプロジェクトシート
パイロットプロジェクトのモニタリング
記録
委員会議事録

活動
1-1　県技術委員会の運営方法を提案する。
1-2　開発政策推進・調整室が県技術委員会の開催を調整する。
1-3　県技術委員会を定期的に開催する。
1-4　コミューンの開発事業の実施を支援するための特別委員会を設置する。
1-5　県関係機関による技術的支援をモニタリングする。

2-1　パイロット・コミューンを決定する。
2-2　コミューンにおける事業の実施・計画を担当するコミューン関係機関の役割を明確にする。
2-3　パイロット・プロジェクトを決定する。
2-4　コミューン開発計画プロジェクトの管理に関する研修（PDCA研修）を県関係者、及びコミューン関係者対象に実施す
る。
2-5  パイロット・プロジェクトの詳細設計発注手続きを支援する。
2-6  パイロット・プロジェクトプロジェクトの事業計画策定を支援する。
2-7  パイロット・プロジェクトプロジェクトの工事発注手続きを支援する。
2-8  パイロット・プロジェクトプロジェクトのモニタリングを行う。
2-9　パイロット・プロジェクトの技術支援機関（省庁出先等）による定期検査を行う。
2-10　パイロット・プロジェクトの評価を行う。
2-11  パイロット・プロジェクトの実施による教訓を取り纏める。
2-12　PDCA手法に基づいてコミューン開発計画実施マニュアルを修正する。
2-13  PDCA手法に基づいたコミューン開発計画の実施に関するセミナーを開催する。
2-14　エルラシディア県内のグッドプラクティスをメクネス・タフィラレット州内の他県に紹介する技術交換を実施する。

3-1 コミューン横断的プロジェクトに関連する法令・事例を分析する。
3-2 パイロット・プロジェクトを決定する。
3-3 県技術委員会を中心とするコミューン横断的プロジェクトの関係機関の役割を明確にする。
3-4 コミューン憲章のコミューン横断的事業について規定された法的手続きを実施する。
3-5 パイロット・プロジェクトの詳細設計発注手続きを支援する。
3-6 パイロット・プロジェクトの成功事例の視察を行う。
3-7 パイロット・プロジェクトの事業計画策定を支援する。
3-8 パイロット・プロジェクトの工事発注手続きを支援する。
3-9 パイロット・プロジェクトのモニタリングを行う。
3-10 パイロット・プロジェクトの技術支援機関（省庁出先等）による定期検査を行う。
3-11 パイロット・プロジェクトの評価を行う。
3-12 パイロット・プロジェクトの実施による教訓を取り纏める。
3-13 パイロット・プロジェクトの実施マニュアルを作成する。
3-14 パイロット・プロジェクト実施に関するセミナーを開催する。
3-15 エルラシディア県内のグッドプラクティスをメクネス・タフィラレット州内の他県に紹介する技術交換を実施する。

前提条件
エルラシディア県知事がエルラシディア県においてPCD促進の
ため、十分な数の要員の任命を行い、その機能を維持するた
め十分な予算を確保する。

１．JICAによる投入
（a）専門家派遣
長期
・地域開発/プロジェクト運営管理 (42MM)
短期
・PCM手法（22MM）、技術1（7MM）、技術2（7MM）
（b）研修
　本邦研修計画の詳細は追って決定
（c）資機材
・パイロット・プロジェクト実施に必要な資機材
・事務機器
・他

上記以外の投入については必要な場合、プロジェクト実施中にJICAとエルラシディア県との間の協議により決定。

２．エルラシディア県による投入
（a）JICA専門家カウンターパート
（b）必要な施設の整った執務スペース
（c）JICAによる供与以外でプロジェクトの実施に必要な資機材、車輌、交換部品等の供給、交換
（d） プロジェクトの実施に必要な全ての措置
（e）モロッコ国内での機材の輸送、設置、維持管理に要する経費
　

ターゲットサイト：　エルラシディア県
ターゲットグループ：エルラシディア県職員、コミューン及びコミューン開発計画（PCD）実施に関係する市民社会

投入
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